




小諸市は、昭和54年度に全国に先駆けて始めた生ごみの分別回収、市内全750箇所

ほどのごみ集積所の地元区による管理、各区の衛生委員による分別指導や区内清掃及び

不法投棄対策、ごみ減量アドバイザーによるごみの減量と分別を市民の皆様へ広げる活動

などを通してごみの適正な処理を進めて参りました。

この間に平成26年度（2014年）に「第１次ごみ処理基本計画」を策定し、ごみの分

別・減量と再資源化の取組を進めて参りましたが、計画策定から10年が経過し、プラスチック

資源循環促進法の施行など社会情勢は大きく変化しています。小諸市においても2050年

の脱炭素社会の実現やSDGs（持続可能な開発目標）に貢献できる取組に加え、激甚化

する自然災害や感染症に対応したごみ処理の安定性・安全性の確保など、新たな課題への

適切な対応が求められています。

これらの状況を踏まえ、一層のごみの分別・減量と再資源化の取組を進めるために『ずく出

して「ごみを資源に」～ゼロカーボンで循環型のまちづくりを推進する～』をキャッチコピーとし、

令和６年度（2024年）から令和13年度（2031年）を計画期間とした「第２次ごみ処

理基本計画」を策定しました。

この計画では、４R（リデュース、リユース、リサイクル、リプレイス）を推進することで循環型

社会の実現に取組みます。その中で市民1人１日当たりのごみの排出量の削減、燃やすご

みに約３割含まれる資源物の分別推進、現在焼却処理しているプラスチック製品の分別回

収によるリサイクル、クリーンヒルこもろでの年間のごみの焼却量の1,000トン減量などを目標

とし、脱炭素を意識しSDGsなどの面からも取組が必要とされている食品ロス対策について、

「食品ロス削減推進計画」を内包し、家庭や事業所からの食品ロスを減らして参ります。

小諸市は、令和６年度に市制70周年を迎えます。さらに先の未来と子どもたちにより良い

生活環境を継承するために、市民の皆様、事業者の皆様と手を取り合い、循環型のまちづく

りの実現を進めて参りますので、一層のご協力をお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり、多くの貴重なご意見・ご提案をいただきました「小諸市環

境審議会」及び「小諸市廃棄物減量・再資源化等推進市民会議」の委員の皆様をはじめ、

多くの関係された市民の皆様に厚くお礼を申し上げます。

令和６年（2024）年４月

小諸市長 小泉俊博

計画の策定にあたり



本計画の基本方針

クリーンヒルこもろでのごみの焼却量を、現在の年間約7,000ﾄﾝから約6,000ﾄﾝへ減量す

ることで、焼却コストを抑制し、かつ焼却炉の負荷を減らすことによって施設の長寿命化

を図ることを目標とします。また、燃やすごみを減らすことにより、CO2の発生量を抑制

します。

計画の期間は令和６年度から令和13年度までの８年間とします。目標の中間年度は令和

９年度、目標達成年度を計画の最終年度である令和13年度に定めます。

（ア）４Rの推進等による廃棄物の減量化

〇家庭・事業所等から出るごみの量を減らします。

令和４年度5,410ﾄﾝから目標年度100ﾄﾝの削減

・広報こもろ等のメディアを通じて、食品ロス削減のPR活動を行います。

・資源が搬出できるリサイクル回収ボックスを数箇所に設置し、市民の利便性を向上さ

せます。

・広報こもろ等で不用品は買わない等のエシカル消費のPR活動を行います。

〇プラスチック資源循環促進法に則したプラスチック製品の分別回収を行います。

令和４年度632ﾄﾝから目標年度400ﾄﾝの削減

（令和５年度調査・研究、令和６年度方法の検討・決定、令和７年度

説明会・広報、令和８年度分別回収の開始）

・現在、ごみとして燃やしているプラスチック製品を資源として分別回収します。

・プラスチック製品がプラスチック製容器包装と併せて分別回収できるかを検討します。

・プラスチック製品の梱包のライン、ストックヤードがクリーンヒルこもろでは対応で

きないため、増設するか、委託するかの検討を行います。

・プラスチック製品用のごみ袋を製作し、処理料金について検討します。

（イ）ごみの分別と適正処理

〇燃やすごみに含まれる生ごみを分別し、減量します。

令和４年度567ﾄﾝから目標年度300ﾄﾝの削減

〇燃やすごみに含まれる古紙類を分別し、減量します。

令和４年度592ﾄﾝから目標年度200ﾄﾝの削減

・古紙類が資源物に分別された場合、焼却費用の削減及び売却益で2,000万円を超える

節約効果があることを分かり易くPRします。

（ウ）市民、事業者、市の取組の推進

〇事業者へ分別指導を実施することで適正排出を促し、ごみの排出量を抑制します。

〇市民１人１日当たりのごみの排出量を減らします。

令和３年度807ｇ→目標年度767ｇ

・上記ごみの排出量は中間年度には787ｇ。目標年度には767ｇと目標を定めます。

・市職員も衛生自治会と協力して集積所に立ち、分別指導を行います。

・ごみの分別、減量についてのポスターを作成し、集積所に掲示します。
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第１章 基本的事項

第１節 計画策定の趣旨

ごみ処理基本計画は、一般廃棄物の処理責任を負う市町村がその区域内のごみを管理し、適

正な処理を確保するための基本となる計画です。

したがって、ごみ処理基本計画は、小諸市が自ら処理するごみのみならず、廃棄物処理法第６

条の２第５項に基づく多量排出事業者に指示して処理させるごみや小諸市以外の者が処理する

ごみも含めて小諸市で発生するすべてのごみについて対象とすることになります。

ごみについては、循環型社会形成基本法に定められた基本原則に則り、①できる限り廃棄物の

排出を抑制します。②廃棄物となったものは不法投棄・不適正処理の防止その他の環境への負荷

の低減に配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利用を行い、排出抑

制及び適正な循環的利用を徹底します。③適正な循環的利用が行われないものは、適正に処分

をします。

● 一般廃棄物処理基本計画（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条で義務

付け）のうち、ごみ処理基本計画は、小諸市が長期的・総合的視点に立って、

計画的なごみ処理の推進を図るための基本的な方針を定めています。

● ごみの排出の抑制及びごみの発生から最終処分に至るまでの、ごみの適正な

処理を進めるために必要な基本的事項を定め、いわば“羅針盤”として活用

していくものです。

● 小諸市総合計画、環境基本計画との整合を図り、ごみ処理基本計画を改定し

ます。

● 新ごみ処理基本計画を推進することで、ＳＤＧｓ、ゼロカーボンシティの実

現に貢献します。

● プラスチック資源循環促進法（令和４年４月施行）、食品ロス削減推進法

（令和元年10月施行）に関連する計画も包含するものとします。

森里川海からはじめる地域づくり 地域循環共生圏構築の手引き（環境省）

SDGs の 17 の目標を 3層

に分類して総合的に整理した

「SDGs のウェディングケーキ図」

です。

「経済」は「社会」に、「社会」

は「(自然)環境」に支えられて

成り立つという考え方を示してい

ます。

SDGsのウエディングケーキ図
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第 １ 章 基 本 的 事 項

第２節 計画の位置づけ

（１）他の計画等との関係

一般廃棄物処理基本計画は、家庭系ごみを対象とするごみ処理基本計画と、し尿等を対象と

する生活排水処理基本計画から構成されています。

本計画は、この計画の内、ごみ処理基本計画を定めるものです。

なお、法施行規則第１条の３では、一般廃棄物処理基本計画に基づき、実施計画を毎年度

策定することが規定されています。

【小諸市】 【国】

・循環型社会形成推進基本法

・循環型社会形成推進基本計画

・廃棄物処理法

・食品ロス推進法 等

第３次小諸市環境基本計画

・小諸市地球温暖化対策実行計画

【区域施策編】【事務事業編】

・小諸市気候変動適応計画

小 諸 市 環 境 条 例

小 諸 市 総 合 計 画

小 諸 市 廃 棄 物 の 処 理 及 び

再生利用の促進に関する条例

【県】

・第四次長野県環境基本計画

・廃棄物処理計画

・ごみ処理広域化・集約化計画

・食品ロス削減推進計画

小 諸 市 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画

図 本計画と上位・関連計画との関連性

小諸市内全域を対象とします。

（２）計画対象区域

一般廃棄物処理基本計画

・ごみ処理基本計画

・食品ロス削減推進計画

・生活排水処理基本計画

一般廃棄物処理実施計画

・ごみ処理実施計画

小諸市ポイ捨て防止等美しい環境

づ く り を 進 め る 条 例

小諸市災害廃棄物処理計画

全11条例
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第 １ 章 基 本 的 事 項

第２節 計画の位置づけ

（３）計画の範囲

計画の対象及び対象とするごみの取扱いについては次のとおりです。

【基本原則】

（１）リサイクルできるものは再資源化し、廃棄物の排出を抑制する。

（２）廃棄物となったものについては不法投棄・不適正処理の防止その他の環境への負荷の低減
に配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利用を行い、こうし
た排出抑制及び適正な循環的利用を徹底する。

（３）適正な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保する。

図 計画の対象および対象とするごみの取扱い

計画の対象 ■小諸市内で発生するすべてのごみ

■小諸市が自ら処理するごみ

■廃棄物処理法第６条の２第５項に基づく多量排出事業者に指示

して処理させるごみ

■小諸市以外の者が処理するごみ

対象とするごみの取扱い ■循環型社会形成推進基本法第７条に定められた基本原則に則る
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第 １ 章 基 本 的 事 項

第３節 計画期間

計画期間は次のとおりです。

● 目標年度 ： 令和13年

● 計画期間 ： 令和６(2024)年度から令和13(2031)年度までの８年間

● 中間年度 ： 中間年度を設定し、計画の見直しを行います。

● 計画見直し ： 次期小諸市基本計画の策定に併せ、見直すこととします。

項目

年度

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

期間中の事項 計画

開始

計画

見直し

目標

年度

計画期間

参考：総合計画

図 計画期間



- 6-



- 7-

小諸市のごみ処理の
現状と課題

第 章
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第２章 小諸市のごみ処理の現状と課題

第１節 ごみ処理の実績

（１）小諸市のごみ総排出量の推移

平成23年度以降、ごみの総排出量は12,500ﾄﾝ前後を推移しています。資源ごみは減少傾

向にある一方、燃やすごみが増加傾向にあります。

平成29年度から令和２年度にかけて、市民１人１日当たりの排出量は800グラムを超えてお

り、増加傾向にあります。これは、新型コロナウイルス感染症対策による巣ごもり需要等の影響から

の増加であることが要因であると考えられます。

図 ごみの年間総排出量と１人１日当たりの排出量の推移

クリーンヒルこもろの運営開始に伴い、平成28年１月より、ごみの分別が変わりました。

埋立ごみとしていたプラスチック製品が、燃やすごみとなっています。



- 9-

43,601 43,272 43,114 42,908 43,121 42,714 42,594 42,364 41,954 41,478

18,106 18,128
18,289

18,476
18,613 18,615

18,800 18,881 18,910

19,194

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

2012

H24

2013

H25

2014

H26

2015

H27

2016

H28

2017

H29

2018

H30

2019

H31/R1

2020

R2

2021

R3

( )( )

ῢ Ἱ ( ῢ)

人口は減少傾向
2016～2020年の５年間で
1,167人減となっています

世帯数は増加
2016～2020年の５年間で
297世帯増となっています

燃やすごみ排出量が
増え始めた年

第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第１節 ごみ処理の実績

（２）ごみの種類別の排出量

事業系ごみの排出量はほぼ一定ですが、家庭系ごみの排出量が緩やかな増加傾向にあります。

原因の１つとして、世帯数の増加が考えられます。

図 ごみの種類別の排出量の推移

2016～2020年の５年間で、人口は減少傾向にありますが、世帯数は増加しています。

図 人口・世帯数の推移
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小諸市は、家庭や、事業所から排出された生ごみを昭和54年度から堆肥化、平成18年度か

ら肥料化することで、リサイクルを推進してきました。

生ごみの排出量は、令和３年度に2,089ﾄﾝとなり減少傾向にあります。

日本では令和３年度に、約523万ﾄﾝの食品ロス（家庭から約244万ﾄﾝ、事業者から約279

万ﾄﾝ）が発生しているといわれています。（環境省食品ロスポータルサイト）

よって、食品ロス対策を行い、生ごみの排出量をさらに削減していくことが課題になります。

また、生ごみの分別は、「燃やすごみ」の減量化を推進し、焼却に伴い排出される温室効果ガ

スの削減につながります。

図 小諸市の生ごみ排出量の推移
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図 令和３年度の食品ロスの内訳

環境省 食品ロスポータルサイト
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第１節 ごみ処理の実績

（３）生ごみの排出量の推移
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図 小諸市のし尿等処理量の推移
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（４）し尿等の処理量の推移

- 11-

9,658 
8,891 

8,082 7,788 7,518 7,152 6,713 6,606 6,506 6,314 6,073 5,854 

4,060 
4,550 

4,479 

3,392 
3,226 

2,829 
3,014 3,163 3,332 3,216 3,189 3,321 

3,006 
2,941 

2,790 

2,732 
2,758 

2,754 2,754 2,747 2,743 
2,740 2,740 2,743 

16,724 
16,382 

15,351 

13,913 
13,502 

12,735 12,481 12,516 12,581 
12,269 12,002 11,918 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
R1

R2 R3 R4

ΰ
ˢ

K
Lˣ

ΰ ᴟ ױ ױ ›ὓ

家庭や事業所から排出されたし尿等は、公共下水道の拡大や農業集落排水処理施設の

減少と合併処理浄化槽の整備による水洗化の進展により、減少傾向にあります。
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( ӡʿ%)

H26 H27 H28 H29 H30 Rᾕ R4

Ϟβέϙ 62.7 70.1 67.8 60.4 71.5 71.1 67.7 

Ɫᾛ 37.0 29.1 30.7 39.6 28.4 28.8 31.7 

έϙ 0.3 0.8 1.5 0.0 0.1 0.1 0.6 

›ὓ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

̞›ὓψ έρχ χ◌ּג᾿ τϢϥ῏₯ΚϤ

第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第１節 ごみ処理の実績

（５）ごみの組成

小諸市は、燃やすごみの組成調査を実施しています。（令和２年度と令和３年度は新型コロ

ナウイルス感染症対応のため実施なし）

燃やすごみとして排出されたものの中には、毎年３割前後の資源物が混入しています。令和４

年度調査では、古紙類と生ごみ（それぞれ全体の約11%ずつ）が含まれており、毎年同じような

傾向にあります。

図 燃やすごみに排出されたごみの構成比
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図 令和4年度ごみ・資源物組成調査分析表 【燃やすごみ】
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‮ ӡ

ם

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
H31
R1

R2

Ɫᾛᴟ ƪǃ/ 2,230 2,199 2,116 2,045 1,917 1,712 1,620 1,582 1,447 1,557

☼ Ɫᾛᴟ ƪǃ/ 534 586 558 583 1,524 1,502 876 869 1,014 919

ᵕ ƪǃ/ 1,241 1,287 1,245 1,216 1,104 1,093 1,016 927 898 658
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第１節 ごみ処理の実績

（６）ごみの資源化量

全体的に減少傾向がみられますが、収集運搬業者が再生業者等へ直接搬入した量（直接資

源化量）と集団回収量の減少が要因となっていると考えられます。

一方、施設資源化量が平成27年度、28年度に急増していますが、要因はクリーンヒルこもろの

開設によるものと考えられます。近年は1,000ﾄﾝ前後で推移をしています。

図 ごみの資源化量

「施設資源化量」
中間処理後再生利用量 (紙類+金属類+ガラス類+ペットボトル+容器包装プラスチック+プラスチック類+布類+肥料+
飼料+溶融スラグ+固形燃料+燃料+焼却灰・飛灰+セメント直接投入+廃食用油+その他)をいう。

廃棄物処理技術情報 一般廃棄物処理実績調査結果（環境省）

「直接資源化量」
自治体や委託業者によって資源化物として収集され、リサイクル業者へ直接引き渡されたごみの量をいう。
廃棄物処理技術情報 一般廃棄物処理実績調査結果（環境省）
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■ [資源化量合計＋集団回収量]/[ごみ処理量＋集団回収量]
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第１節 ごみ処理の実績

（７）ごみのリサイクル率

全国ではあまり増減が目立ちませんが、小諸市は減少傾向にあります。

前計画の目標値は達成していませんが、全国及び長野県のリサイクル率を上回っています。

図 ごみのリサイクル率

_Ɫᾛᵕ χ ρ ᴣ

ᾥ♠ ʺϯиЬḝʺόϭ ʺ

Ỳ ᴣ

Ộּיᵕ kg˗ד͒

ꜛᾪ֫ kg˗ד͔

ƾƕƪƿ˗ד͎͌

小諸市は、資源循環型社会の

形成とコミュニティ活動の振興

のため、資源の回収を行なった

団体に報奨金を交付する制度

（小諸市資源回収報奨金交付

制度）があり、年間 400件程の

申請を受け付けています。

集団資源回収
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‮ ӡ

ם

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
H31
R1

R2

Ẁ ƪǃ 5,580 5,679 5,612 5,810 6,034 6,686 7,080 7,107 7,306 7,288

ḧ

›ὓ ƪǃ 3,338 3,461 3,396 3,377 3,210 3,014 2,808 2,875 2,966 2,948

έϙ
☼

ƪǃ 553 574 567 579 420 433 496 496 561 656

ζχ χ
Ɫᾛᴟ Ϭ
“Ξ☼

ƪǃ 2,785 2,887 2,829 2,798 2,790 2,581 2,312 2,379 2,405 2,292
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第１節 ごみ処理の実績

（８）ごみ処理量

平成29年度に焼却量は7,000ﾄﾝを超えました。それ以降、焼却量が高止まりしている状況にあ

ります。

図 ごみ処理量
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_ ͐ χὮ χ Ẁ χם ρὓᵊ

‮ ӡ

ם ˗ὓᵊ

4Ὦ 5Ὦ 6Ὦ 7Ὦ 8Ὦ 9Ὦ 10Ὦ 11Ὦ 12Ὦ 1Ὦ 2Ὦ 3Ὦ

ƪǃ 368 653 676 700 710 368 709 665 642 613 630 687

ὓᵊ ƪǃ 364 684 684 710 710 364 648 624 600 576 576 648

ὓᵊ % 101 95 99 99 100 101 109 107 107 106 109 106

_ ḧχ Ẁ χם ρὓᵊ

‮ ӡ

ם ˗ὓᵊ

H28 H29 H30
H31
R1

R2 R3 R4

ƪǃ 6,439 6,707 6,604 6,642 7,357 7,329 7,421

ὓᵊ ƪǃ 5,952 6,666 6,672 6,695 7,133 6,966 7,188

ὓᵊ % 108 101 99 99 103 105 103

第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第１節 ごみ処理の実績

（９）クリーンヒルこもろの焼却処理の状況

直接焼却処理をしているクリーンヒルこもろでは、毎年計画処理量を設定して事業運営をしてい

ます。

令和２年頃には、燃やすごみの処理量が増え、計画量を超える量が焼却されてきました。

感染症流行の影響など外的な要因にもよりますが、焼却施設の負荷が大きくなると、設備の更

新時期が早まるなど、今後の運営に影響が出ることが予想されます。

図 クリーンヒルこもろ焼却処理の状況
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第１節 ごみ処理の実績

（10）ごみ処理経費

令和２年度のごみに関わる全体の経費（し尿・浄化槽汚泥に関する経費を除いた清掃費）は、

約８億円で、市民１人当たりのごみに関わる経費は、約２万円／年となっています。

平成28年度のクリーンヒルこもろが稼働したことにより、ごみ処理費用の経費は削減できている状

況です。

近年の社会状況により、エネルギーの高騰や人材の確保への懸念が大きくなっていることから、ご

み処理経費を抑えるためにも、ごみ排出量の削減や処理施設の長寿命化が必要となります。

図 ごみに関わる経費（し尿・浄化槽汚泥に関する経費を除いた清掃費）と

１人当たり費用の推移
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第１節 ごみ処理の実績

（11）温室効果ガスの排出量

焼却処分に伴い排出される温室効果ガスを推計すると令和４年度は、約1,200ﾄﾝ-CO2

でした。

これは、プラスチックごみと合成繊維の焼却に伴い排出される非エネルギー起源CO2と一般廃棄

物の焼却に伴い排出されるCH4とN2O排出量が対象として、小諸市の燃やすごみの排出量と組成

分析をもとに推計したものです。

平成29年度のCO2排出量が大きかった要因は、組成分析結果によるプラスチックごみと古着・

古布の割合が影響しています。

図 焼却によるCO2排出量（推計値）

Ẕᴛ ᴟἰ Ϭ ▒ᴟ ˢCO2ˣ͍ʺЮЌрˢCH4ˣ25ʺԁ▒ᴟ ˢN2Oˣ298πὓ▄

ᴛע῟ᴮϹІ ▄ ʾ ⁮ЫИвϯиʺ▄ ʾ ⁮ʾ῝ τ

ΣΪϥ▄ ʾ ἰ ԁ ϬϜρτ ὓ

非エネルギー起源のCO2排出量を推計する際、食物くず（生ごみ）等のバイオマス（生物体）

起源の廃棄物の焼却に伴う排出は、植物により大気中から一度吸収された二酸化炭素が再び大

気中に排出されるものであり、カーボンバランスは一定であると考えられるため、排出量には含めませ

ん。

また、埋め立て処分に伴う最終処分場から排出されるCH4については、「食物くず」、「紙くず」、

「天然繊維くず」、「木くず」、「し尿処理施設に係る汚泥」、「浄水処理に係る汚泥」、「下水処理に

係る汚泥」、「製造業有機性汚泥」が推計対象となりますが、小諸市は対象外とします。
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第１節 ごみ処理の実績

（12）不法投棄回収実績

市内で回収した不法投棄量は、平成29年度までは15ﾄﾝ/年を超えることがありましたが、近年

は減少傾向にあり、10ﾄﾝ未満で推移しています。

図 不法投棄の品目別の割合（令和４年度）

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

不法投棄量 15.3 14.9 12.3 15.4 11.6 13.3 9.8 9 8.5
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11%

図 不法投棄回収状況

令和４年度の品目別の割合は、6割以上

が可燃となっており、重量は５ﾄﾝを超えています。

家電・粗大、その他の不法投棄は、全体の１

割程度ではありますが、タイヤ、テレビ、洗濯機・

衣類乾燥機などが複数廃棄されています。

特に、タイヤは令和元年度以降、毎年50本

前後を回収しており、タイヤの処分方法について

周知するなどの対策が課題となっています。



- 20-

第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第２節 前計画の総括

（１）前計画の目標達成状況

前計画では、令和５年度を目標年度として設定しました。令和５年度の実績では、前計画の

目標で達成している指標は３つでした。

１人１日当たりのごみの排出量の削減、家庭系ごみの資源化率の向上について、今後さらに推

進する必要があります。

図 前計画の目標達成状況

₈ῇήϣτ ΰο
ΜΨ ΥΚϥ◙

市民協働 （R3:2.9点/R5目標：3.5点以上）

（R3:定着している/R5目標：活動が定着している）

ごみの減量

ể ể
（R3:807g/R5目標：791g）

（R2:3,167ﾄﾝ/年/R5目標：2,960ﾄﾝ/年）

ごみの分別
（R4:37.8%/R5目標：55.6%）

（R2:7%/R5目標：24.5%）

（R3:１００%/R5目標：収集品目の半分程度）

（R3:0%/R5目標：5%を下回る）

最終処分

収集運搬

ΰοΜϥ ΰοΜσΜ
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第３節 ごみに関する市民アンケート集計結果

（１）重要だと感じる環境施策

令和５年２月に2,000世帯を対象に市民アンケートを実施しました。

その結果、修理や補修をして長く使うことを既に実践されたり、やってみたいと回答された方が多い

ことが分かりました。さらに、廃棄物の再利用・再資源化の関心が高いことも分かりました。

小諸市は、脱炭素型の製品・サービスの選択やフリーマーケット・シェアリングによる再利用などの

取組を支援し、資源の有効活用を行うことがごみの削減に効果があると考えられます。

図 設問11「実際にやってみたい取組」

環境・ごみ処理に対するアンケート調査（令和５年２月）

ϯрϾ˔Еם☼ᵵ
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ᶆ τΣΪϥ ᵕ χᵕ ψὓ δγ ῟ ρΰθ

₰ ʿ ᵕ ꜠

Ⱳṍʿ☼ם ͑ ͎Ὦ21 ʺ͏Ὦ͒ ϛ Ϥ

ˢḕẽτḩβϥϯрϾ˔Еρ Ⱳם☼ˣ
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フリーマーケット・シェアリングで譲る

修理や補修をして長く使う

既に取り組んでいる ぜひやってみたい やってみたい あまりやってみたくない 全くやってみたいと思わない 未回答
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第３節 ごみに関するアンケート集計結果

（２）家庭系ごみに関する市民意見

家庭系ごみについて、アンケート結果をもとに市民の動向を整理しました。

燃やすごみの中に、30%程の生ごみ、古紙類、プラスチック製容器包装等の資源物が混入して

います。

３Rを知らない方が半数以上いることから、３Rの周知とともに混入された資源物の分別や食品

ロス削減への取組を促進することが課題です。

ごみの収集については、８割近い方が「ごみ・資源収集カレンダー」を利用してるため、 「ごみ・資

源収集カレンダー」 のさらなる活用について検討する必要があります。

図 家庭系ごみの関連傾向

環境・ごみ処理に対するアンケート調査（令和５年２月）

・ごみ・資源収集カレンダーは、８割近い方が利用している
・集積所のごみ出しは、ほぼ自分か同居の家族が行っている
・高齢になったときのごみ出しの不安がある方は、半数近い
・自宅への有料ごみ収集は、希望するが約2割、一部のごみについて利用が3割以上であった

・生ごみの燃やすごみへの混入は、3割の方がはい、ときどきと答えている
・地区毎で生ごみの燃やすごみへ混入する状況に差がみられる。

・古紙類の燃やすごみへの混入は15%程度の方が、はい、ときどきと答えている
・古紙類は半数近くの方が集積所に排出している

・プラスチック製容器包装を、2割弱の方が燃やすごみに混入している
・9割近い方が、プラスチック製品とプラスチック製容器包装の違いを知っている

・3Rを知らない方が半数以上となっている
・プラスチックごみによる河川・海洋汚染は、ほぼすべての方が知っている
・プラごみ削減の取組を具体的に実施している方は、ほぼ半数であった

・食品ロスの原因は、食べ残しや消費期限切れのことが多い
・食品ロスを減らす具体的な取組をしている方は、6割となっている

＞生ごみの燃やすごみへの混入

＞古紙類の燃やすごみへの混入

＞プラスチック製品とプラスチック製容器包装の違い

＞ごみ収集の状況

＞３Ｒやプラスチックごみに関する情報

＞食品ロス削減
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第４節 ごみに関するこれまでの取組

（１）市民・事業者との連携

ごみの削減や適正な分別回収を進めるためには、市民・事業者とのさらなる連携強化を図るこ

とが課題です。

小諸市は、市民との連携として、次の取組を推進しています。

Ẍ

市内すべての集積所の管理は、各区が行なっています。また、衛生委員は分別指導や区内清

掃、不法投棄対策にも取り組んでいます。

衛生委員が所属する衛生自治会は、衛生自治会総会や研修会などを開催し、ごみの分別と

再資源化について学習しています。

Ẍ

小諸市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例（平成５年小諸市条例第28

号）に規定されており、ごみ（一般廃棄物）の減量化、再資源化及び適正処理への推進のた

め、必要な事項を審議する組織です。

任期は２年間で、令和５年度は12名の委員を委嘱しています。

Ẍ

小諸市は、多くの皆さんにごみの減量と分別（再資源

化）に興味を持っていただくため、減量や分別について学び、

市民の皆さんに広めていただく「ごみ減量アドバイザー」を平成

27年度から設置しています。

養成講座でごみの分別の理由や減量の方法などの基礎

的知識を学習したうえで、市民の皆さんにどんなことをどの様

に伝えたらよいか考えながら、回覧や掲示物などの啓発資料

を作成いただいています。また、出前講座で市民の皆さんにご

みの減量や分別の方法や効果などについて説明いただくとと

もに、聞き取ったご意見などをまとめていただいています。この

ほか、市で作成する資料などに、アドバイスをいただくこともあり

ます。

任期は２年間で、毎年４～６月にアドバイザー養成講

座を開催しています。

ϯЖНϱЃ˔ᶨ χ ◓



- 24-

第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第４節 ごみに関するこれまでの取組

↕╣≡™╢ ─ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

衛生委員を中心に資源回収を実施している区においては、2022年からスタートしたプラス

チック資源循環促進法に則したプラごみの分別回収を重点的に取り組んでいます。ごみの排出

と処理は、「身近な市民協同」として行政、市民、区が地域社会の共有課題として、各々主体

的に取り組まなければなりません。多様化する地域ニーズに応えるためには、住民の特性に合わ

せた対策を柔軟に行う必要がありますが、後手に回らないことが重要であると考えています。

─ ╙⇔ↄ│ ⇔≡™╢↓≤ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

他の自治体の取組を参考にして資源回収リサイクルボックスの設置を検討しています。また、

ごみとなる不用品は買わないように広報こもろ等を通じてPRしたいと考えています。衛生委員の

呼び掛けで行う、ごみ減量アドバイザーによる出前講座の開催は期待したい施策です。

2030 ⌐ ↑≡⁸ ╖╪⌂≢≢⅝╢ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

市民の共有財産であるクリーンヒルこもろの長寿命化は市民のために必要な課題です。共通

の認識をお持ちいただき、焼却コストの抑制と焼却炉の負担を減らすための具体的な行動とし

て、家庭から出るごみの量を1割減らすことで目標の達成を目指します。

ずくを出す衛生委員の取組

（コメントをいただいた方 小諸市衛生自治会 原 桂一 会長）

（コメントをいただいた方 ごみ減量アドバイザー 佐藤 淳子 さん）

ずくを出すごみ減量アドバイザーの取組

↕╣≡™╢ ─ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

買い物の際はマイバックを利用し、詰め替え型の商品を選択して購入しています。また、調味

料はリユースされているびんの物を使用しています。外出時には水筒を持ち歩き、ペットボトル等

の飲料をなるべく購入しないように心がけています。家庭では電気ポットは使わずに、必要な時に

必要な量のお湯を沸かすことを実践しています。

─ ╙⇔ↄ│ ⇔≡™╢↓≤ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

自宅のごみ箱に「名刺サイズ以上の紙は古紙に！」と張り紙をし、家族に周知し、古着につ

いても家族で再活用できないか相談してから処分することでごみの減量に取り組んでいます。ま

た、調理の際に出た油は古布で拭き取り、環境に配慮しています。

2030 ⌐ ↑≡⁸ ╖╪⌂≢≢⅝╢ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

区等の集会にごみ減量アドバイザーが赴き、ごみの分別と再資源化

をPRする活動を継続して行きます。また、ごみ・資源に意識を持つ日を

制定し、ごみ集積所の清掃や環境フェアなどのイベントを開催することで、

ごみの分別と再資源化について、多くの市民にお伝えできれば良いと思

います。
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第４節 ごみに関するこれまでの取組

（２）家庭系ごみに関する減量対策

小諸市は、前計画策定以降、ごみの減量を図るため、市民・事業者と連携して減量対策を実

施してきました。

本計画でも、これまでの減量対策の継続を図りながら、さらなるごみの減量に向けた取組を実践

していきます。

■ 市民・事業者とともに取り組んだこと

̔◕ ρ◕χ ὀτϢϥ︡

ʾέϙᾚ ϯЖНϱЃ˔χᵧήϭτϢϥἴ ᶨ

ˢ „℅ʺϼз˔рПиάϜϧᾋᶘּיϒχḕẽᶘ ʺᶆ ϱЦрЕπχἴ ˣ

ʾ־ ꜛⱵᵓρχ ὀ

ʾ χ ʾ

̔ⱧỘּי

ʾ ◕ ṏ ᾚ ʾ™Ɫᾛᴟ ◕ ᵓṳϒχ╥ᵊ

■ 市が率先して取り組んだこと

̔ῲ άϜϧπχᾦόΤΪ

̔ ◕Ш˔ЭЧ˔Ѕπχἴ ṜⱧἿ∏

̔Ỹ ᴥ Ϝḯϛθ˰έϙʾⱢᾛיּ ϸйрЍ˔˱ρ˰έϙʾⱢᾛ ϹϱЖУАϼ˱
χ

̔ϱрЌ˔КАЕϬ ΰθʺέϙ ꜝ ЂϱЕ˰έϙЂϼ˱τϢϥ ӛ

̔ ₰χם☼τϢϥᴪ Ὁέϙχ ệχᶎ

̔ϼз˔рПиάϜϧϒχ ⱧỘּיẉό֫ ⱧỘּיϒχ ◙

̔ФжІЎАϼ χ ᵕ χᾁ

̔ˮέϙЉкχ ˯ χϱЦрЕᵫ℗τϢϥἴ

̔ ṏОЕк˔иχם☼
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第４節 ごみに関するこれまでの取組

｜∏ↄ╩ ∆ ─ ｜

↕╣≡™╢ ─ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

弊社には年間約35,000ﾄﾝ程度のごみが搬入されています。ごみの種類は様々で大きく分

けると燃やすごみ、埋立するごみの２種類です。ただし、燃やすごみの中にはまだ資源になるも

のがたくさんあります。埋立するごみの中にも同様に資源になるものがたくさん含まれています。こ

の「ごみに含まれる資源」を機械や人の手で取り出し、できるだけごみとして捨てるものを少なくす

るという取組を行っています。

─ ╙⇔ↄ│ ⇔≡™╢↓≤ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

課題としては「人材の不足」です。ごみを扱う仕事は人の生活に必要な仕事ですが、過酷な

環境での作業や危険な作業も伴うことから業界全体の課題としてなり手が不足しています。

2030 ⌐ ↑≡⁸ ╖╪⌂≢≢⅝╢ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

ルールを守ってごみを捨てることは、結果として更に人の生活を豊か

にすることや、次の世代の生活環境を守ることに強く結びついていきます。

ごみはごみとして、資源は資源としてしっかり分別することが大切です。

（コメントをいただいた方 イーステージ株式会社 下崎 英史 部長）

｜∏ↄ╩ ∆ ─ ｜

↕╣≡™╢ ─ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

チーム「Think Ethical Project」を立ち上げ、放置竹林問題対策にて採取された真竹、

廃棄される茎の部分の双方を炭にし、また、旧石器時代からあるベンガラ（酸化鉄）。これら

天然素材を組合せ環境に配慮した「インク」を作成しました。

─ ╙⇔ↄ│ ⇔≡™╢↓≤ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

古物商許可を取得し、家庭で廃棄される予定であった有価物の買い取りを行っています。

具体的には家具、陶器、金属等のリサイクルを行い、廃棄物削減、地球環境に寄与して

います。

2030 ⌐ ↑≡⁸ ╖╪⌂≢≢⅝╢ ╩ ⅎ≡ↄ∞↕™

子供、自分、地域の未来の環境のためにできること、一人ひとりが

自分に何ができるのかを考える事が廃棄物減量につながると思います。

（コメントをいただいた方 浅麓工業企業組合 清水 洋介 部長）

ずくを出す事業者の取組

ずくを出す事業者の取組
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第４節 ごみに関するこれまでの取組

（３）市民会議・ごみ減量アドバイザー等によるごみ減量に関するご意見

これまで、小諸市廃棄物減量・再資源化等推進市民会議や小諸市ごみ減量アドバイザーの

会議では、ごみの減量・再資源化に関する様々な取組について議論を行ってきました。

会議等では、たくさんのご意見をいただきました。

これらのご意見を実践していくために、市民のみなさまとともに引き続き、取組を行う必要があり

ます。

̔ Ϟβέϙ

ʾ έϙʺᾥ♠ χⱢᾛχ₤ Ϭᾚϣβ

ʾ Ϟβέϙʾ έϙᾚ ϺарЧ˔р

ʾ־ ꜛⱵᵓʺỸχ ᵓπέϙχ ệϬ ΰοẸ Ϭ βρϢΜχπψσΜΤ

ʾˮ Ϟβέϙ˯Ϭˮ ϞβΰΤσΜέϙ˯ρΜΞ Ϭ ΠϥιΪπϜ῟ᴮΥΚϥρ◘Ξ

ʾ έϙϬ₤ ΰσΜ Ϟβέϙ Ϭ ΰʺ έϙ⌡ᾚχӪ꜡ξΪϬ“Ξ

ʾ ʺ τᾚ ├Ϭ⇔ ᴟΰʺ Ϟβέϙ1,000ƪǃᾚ Ϭ ◙β

ʾ Ϧθᾥ ψ™ πΦγτ ϞβάρϬ◕ τῲ βϥ

ʾ έϙχ ϤϬΰμΤϤβϥʻ τ έϙϬ ϛ οο ᴟβϥʻ

̔ кІ⌡ᾚ

ʾἇ σᾚϣΰ τνΜοʺϱЮ˔ЅΰϞβΜЪІЌ˔Ϭ⌠ ΰθϣςΞΤ

ʾ τˮ ϓϣϦϥ ψּגοσΜπ˯ χЎжЄϞЪІЌ˔Ϭ Ϥ ΪϥχψςΞΤ

ʾ Ϟβέϙτ₤ βϥ έϙχ⌡ᾚψ кІ⌡ᾚτνσΥϥθϛʺ кІ π―Π

ϥχπψσΨʺέϙᾚ ├ ρΰο―Πϥ ΥΚϥ

ʾᴪ χ ϢϤϜʺ Ϟ χ π ṏήϦϥ Υ ΜχπψσΜΤ

̔Ɫᾛᵕ ЩАϼІ

ʾⱧỘּיρ ὀΰοⱢᾛᵕ ЩАϼІϬ βϥρϢΜχπψσΜΤ

ʾם☼πΦϥϢΞτṳ Ϭ ϛϥρϢΜ

ʾᵕ ЩАϼІ τϢϤᾥ♠ Ϭ δϥ Υ ΠϦωʺ Ϟβέϙτ₤ ήϦϥ

ᾥ♠ ᾚ χ῟ᴮΥΚϥ

̔έϙʾⱢᾛ ϸйрЍ˔

ʾỸ ᴥ Ϝḯϛθיּ ᾭ Υ

̔ФжІЎАϼⱢᾛ

ʾФжІЎАϼⱢᾛχԁᶧᵕ ψʺᶎםτέϙᾚ ῟ᴮΥΚϥθϛ“ΞϓΦ



- 28-

第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第４節 ごみに関するこれまでの取組

（４）クリーンヒルこもろの現状と課題

① クリーンヒルこもろが抱える課題

クリーンヒルこもろでは、令和５年５月に埋立ごみから電池

の発火と思われる発煙があり、消防車が出動しました。また、稼

働日数も計画当初は週５日の２班体制でしたが、燃やすごみ

搬入量の増加に伴い、週７日の３班体制となっています。

持続可能な施設の運営をするためには、市民の適正な分

別の協力と人材確保という２つの大きな課題を抱えています。

② クリーンヒルこもろにおける施設の長寿命化の取組

クリーンヒルこもろの焼却能力は、24ﾄﾝ/日（16時間）で、焼却炉は１つです。そのため、焼却

炉に不具合があった場合、焼却が止まります。燃やすごみの受入れは、2週間が限度です。

施設では、年２回、各２週間の修繕と月例点検（４日間）を行っています。

機器の長寿命化や補修費の削減をするには、燃やすごみの削減が必要です。稼働時間を削減

することができれば、施設の働きやすい環境づくりが期待できます。

③ クリーンヒルこもろのゼロカーボンに向けた取組

クリーンヒルこもろの焼却に伴う温室効果ガスの排出は、焼却炉の着火時に必要な灯油と焼却

時に混入されたプラスチック製容器包装、合成繊維によるCO2の排出量が多くを占めていると試算し

ています。さらに、焼却でメタン(CH4)や一酸化二窒素(N2O)が発生します。

小諸市の公共施設の中では規模が大きい施設となることから、施設で使用する電気や温浴施

設の加温時の灯油使用量など、機器更新時に省エネタイプへの切り替えや再生可能エネルギーを

利用するなど、必要なエネルギーを上手に工夫して使用することが必要です。

クリーンヒルこもろの消防活動の様子
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第 ２ 章 小 諸 市 の ご み 処 理 の 現 状 と 課 題

第５節 ごみ処理に関する課題

これまで整理してきた内容から、本計画に求められる課題を５つ整理します。

（１）燃やすごみ（資源物混入）に関する課題

各家庭から出されるごみの排出量は増加傾向にあります。燃やすごみに含まれる資源物（生ご

み・古紙類・古着・プラスチック製容器包装等）の割合が約３割あるため、資源物の分別をさらに

進めることが課題になります。

（３）プラスチック製品分別回収に関する課題

各家庭から出される燃やすごみの中にプラスチック製品が含まれています。プラスチックに係る資源

循環の促進等に関する法律の改正への対応と合わせて、誰もがわかりやすい分別回収を行うことで、

プラスチックのさらなる資源化を進めていく必要があります。

（４）ゼロカーボンシティの実現に向けた課題

ゼロカーボンシティの実現には、クリーンヒルこもろをはじめとした公共施設のゼロカーボン化を進め

ることが必要です。ごみの減量は、ごみの運搬やごみの燃焼、施設運営に関わる温室効果ガス排出

量の削減に寄与することなります。 特に、プラスチックや合成繊維は燃焼時にCO2を排出します。

廃棄物処理分野における脱炭素技術は、技術的な面も、コスト的な面も踏まえると短期間で導

入していくことは難しいところです。

ごみの減量など、できるところから取り組むことが必要になります。

（２）食品ロスに関する課題

小諸市全体のごみ排出量を削減するためには、消費者（市民）の意識や事業者の工夫による

ところが大きいことから、意識・行動変容を促すことが必要です。

ごみにならない、食品ロスにならない消費活動へ向けた働きかけや資源循環の仕組みづくりの具

体的な検討が必要になります。

（５）自然災害や感染症に関する課題

近年は高温や豪雨など、気候変動の影響が日本各地でみられています。小諸市でも、自然災

害や新型コロナウイルス等の感染症のまん延など、さまざまな影響が考えられます。

このような状況においても、ごみ処理を安定して継続できる体制を維持することが課題になります。
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第３章 計画の基本理念・基本方針

第１節 基本理念・基本方針

（１）循環型社会の実現に向けた望ましい環境像

小諸市環境基本計画では、昨今の解決すべき国の重要課題として、「ゼロカーボン（炭素中

立）」、「循環経済（サーキュラーエコノミー）」、「自然再興（ネイチャーポジティブ）」が示されてい

ることから、小諸市は、 「ゼロカーボン」、「資源循環」、「自然共生」 の分野に加え、地域の環境の

基盤となる「生活環境」と4つの分野を包含する「くらし、まなび、つながり」の５つの分野を設定する

こととしています。

ごみ処理基本計画は、2つ目の分野である資源循環の施策目標に順ずることとします。

小諸市環境基本計画の
目指す環境像

豊かな 自 然 と と も に 暮 ら し

だれ もが心やすらげる

ゼロカーボンな まち こもろ

ずく出して「ごみを資源に」
ゼロカーボンで

循環型のまちづくりを推進する

小諸市ごみ処理基本計画
の目指す環境像

図 環境像を実現するための５つの分野
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第１節 基本理念・基本方針

（２）基本方針

小諸市の廃棄物に関する課題であるごみの減量及び資源化率を向上させながら、長野県の

重点方針に示されている４R（リデュース、リユース、リサイクル、リプレイス）を推進することで、循

環型社会の実現に貢献します。

市民、事業者と市がパートナーシップを図りながら、廃棄物の適正処理を進め、災害時の連携

も強化していきます。

さらに、循環型社会の生活様式に移行することでゼロカーボンのまちづくりを進めていきます。

■ 循環型社会の実現に向けた方針

̔῟ σ ֫ χӲⱱ

̔ ṏ ├

̔←ᵲⱲτΣΪϥ ṏ χӲⱱ

ӗ πⱱ
ᴦ σ ṏ
χ ֫
ẉό
χ

̔ Ϟβέϙχᾚ τϢϤʺ☼ ϒχ ᴻϬᾚϣΰʺṐṀχ
ᴟϞ χ⌡ᾚϬ ϥ

έϙ ☼
χ

ᴟρⱱ ᴦ
σְ֫

̔ ϞβέϙτḯϘϦϥ έϙχᾚ

̔ ϞβέϙτḯϘϦϥᾥ♠ χᾚ
έϙχ

̔ⱧỘּיϒ ◙ Ϭם☼βϥάρπ Ϭ ΰʺέϙ
χ Ϭ

̔◕ ͍ ͍ θϤχέϙχ Ϭᾚϣβ

[зДв˔Іˢ ṏ χ ˣʾзг˔Іˢ™ ˣ]

̔ᴪ ʾⱧỘ Τϣ ϥέϙχ Ϭᾚϣβ

̔ кІϬᾚϣβ

[зЂϱϼиˢ™Ɫᾛᴟˣ]

̔ФжІЎАϼⱢᾛ ḕ τ ΰθФжІЎАϼ
χ ᵕ Ϭ“Ξ

̔Ɫᾛχ ḕ σ ΥπΦϥ Ϟ▫ ϙξΨϤ

̔НϱϷЫІχ ʾᶈ

[зФйϱІˢ ∙ϒχ Ḋˣ]

̔►ΜּגοФжІЎАϼ Τϣ ∙τ Ḋβϥ

͐ͧχ

◕ ʺⱧỘ
χ︡◕ʺיּ
χ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第２節 数値目標

小諸市の数値目標を設定します。

Ṗ

Ṗ ṕ Ṗ

Ṗ

◙ χ
◙ χ ӡ

ṁ / ḧ /
ὓ▄

͐ ͕ 13

῟ᴮ

ῢ͍ θϤ ḧ
Ὂ

/ד 13,261 12,761 12,261
ṏ τ βϥ

˸ ῢ

◙ χ
◙ χ ӡ

ṁ / ḧ /
ὓ▄

͐ ͕ 13

ṏ

χ

◕ ͍ ͍ θϤέ
ϙ ˢ ᵕ

ϬḯϚˣ
g/ Ƌ 807

( ͏ )

787
(̛20)

767
(̛40)

έϙ ˸
ῢ˸366 (ԁ ṏ

ם ₰Ὣᴮ)

ᴪ Ὁέϙ ˢⱢ
ᾛέϙϬ Ψˣ

ƪǃ 5,410
5,360
(̛50)

5,310
(̛100)

Ϟβέϙ5,107ƪǃ+
έϙ303ƪǃ˹

5,410ƪǃ

έϙχ

Ϟβέϙτ
ḯϘϦϥ έϙχᾚ

ƪǃ 567
417

(̛150)
267

(̛300)

Ϟβέϙ5,107ƪǃ
˷11.1̋ˢͧ͐
₰ˣ˹567ƪǃ

Ϟβέϙτ
ḯϘϦϥᾥ♠ χᾚ

ƪǃ 592
492

(̛100)
392

(̛200)

Ϟβέϙ5,107ƪǃ
˷11.6̋ˢͧ͐
₰ˣ˹592ƪǃ

ϞβέϙτḯϘϦϥ
ФжІЎАϼ χ™
Ɫᾛᴟ

ƪǃ 632
432

(̛200)
232

(̛400)

ФжІЎАϼ
ϦθФжІױʺ4.1̋
ЎАϼ Ṁ
2.61̋ʺзЂϱϼи
πΦϥФжІЎАϼ

Ṁ 5.24̋ʺ
йЅ 0.42̋π›ὓ
12.37̋ʺ5,107ƪǃ
˷12.37̋˹632ƪǃ

注）プラスチックごみと合成繊維の焼却に伴い排出される非エネルギー起源CO2と一般廃棄物の焼却に伴い排出されるCH4
とN2O排出量を推計した数値です。プラスチックごみと合成繊維の資源化により排出量の抑制を目指すものです。

◙ χ
◙ χ ӡ

ṁ / ḧ /
ὓ▄

͐ ͕ 13

ᴛע῟

ᴮϹІ

χ

ṏ χ Ẁτ Ξᴛ
ᴮϹІ῟ע χ⌡
ᾚˢCO2,CH4,N2Oˣ

ƪǃƖCO2 1,200 760 450

ᴛע῟ᴮϹІ
( ὓ )
˸ṁ

ᴛע῟ᴮϹІ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第３節 施策体系

図 施策体系

◕έϙ ṁ ὓᵊ ◕ḕẽṁ ὓᵊ

ṁ ☼├ ṁ ṁ ☼├

̘ᴛע῟ᴮϹІχ⌡ᾚ
ṏ χ⌡ᾚτϢϥ ẀΤϣ ήϦϥᴛע῟ᴮϹІ(GHG)χ ᾚ

͍ Љкϸ˔Щ
р

Љкϸ˔Щрτν
σΥϥˮΨϣΰʾ
ΰέρʾϘκ˯Ϭ

βϥ

1-1:ᴛע῟ᴮϹІχ⌡ᾚ

1-2:™ ᴦ ϵКиϻ˔χ

1-3: Ϟ τϢϥCO2Ẋ ʾᾧ χ
ˢ☼├͏ρ ˣ

1-4:ṓῙ ϒχ ᴂʺ←ᵲ ├ʾ ←

ˢ͍ˣ͐ͧχ τϢϥ ṏ χᾚ ᴟ
зДв˔Іʺзг˔ІʺзЂϱϼиʺзФйϱІχ

͎ Ɫᾛ ḕ

γΨ ΰοˮέϙ
ϬⱢᾛτ˯Љк
ϸ˔Щрπ ḕἷ
χϘκξΨϤϬ
βϥ

2-1:͐ͧχ τϢϥ ṏ χᾚ ᴟ

ˢ͎ˣέϙχ 2-2:έϙχ

ˢ͏ˣ◕ ʺⱧỘּיʺ◕χ︡ χ 2-3:◕ ʺⱧỘּיʺ◕χ︡ χ

ˢ͐ˣέϙ ☼ χ ᴟρⱱ ᴦ σְ֫
2-4:έϙ ☼ χ ᴟρⱱ ᴦ
σְ֫

ˢ͑ˣӗ πⱱ ᴦ σ ṏ χ ֫ ẉό
χ

2-5:ӗ πⱱ ᴦ σ ṏ χ ֫
ẉό χ

ˢ͒ˣζχ έϙ τḩ βϥ︡ χ

̘ χᶎ
ρẶ ΥπΦϥέϙ ︣ χᾁ

͏ ꜛ Ặ

Τσꜛ Ϟ ◊
ᴟϬρϜτ︢ϤƊ

ӾϙƊνσΫϥ

3-1: ʾ ʾ ᴞ ʾᴱ χ

3-2: χᶎ

3-3:ꜛ ρώϦΚΞ χ ʾᶨ

̘ήϘίϘσ῝ᵲχ ├ˢ ˣ
ṏ

͐ ᶨḕẽ

ϞβϣΩʺὲϞ
Τπᵙ σΨϣΰ
Ϭםᾝβϥ

4-1:ḕẽʾ ◊ʾ ᴟρ ΰθ Ῠσ
ὂḢχ

4-2:ῖ ӗ χ

4-3:ἋṓχΦϦΜήϬᶎ βϥ

4-4: χΦϦΜήʾ χӗ Ϭᶎ
βϥ

4-5: ᴝʾ ʾӂ χ

4-6:ᴟᶘ χל χ

4-7:ήϘίϘσ῝ᵲχ ├

̘ḕẽτϞήΰΜ “ χ ˢ ˣ
жϱТІЌϱиʺ кІ ├χ

͑ ΨϣΰʾϘ
σόʾνσΥϤ
ḕẽτϞήΰΜ︡
ϬᶘόƊם βϥ
ξΨϤ

5-1:ḕẽτϞήΰΜ “ χ

̘ḕẽễӾʾḕẽ ᶨ χ ˢ ˣ
ϼз˔рПиάϜϧχḕẽᶘ ІЧ˔ІϬᶨ ΰθḕẽᶘ 5-2:ḕẽễӾʾḕẽ ᶨ χ

̘ḕẽ χᶨ ρẸ τϢϥḕẽ☼├χ
ˢ ˣ 5-3:ḕẽ χᶨ ρẸ τϢϥḕẽ☼

├χ

˔
5-4: τΣΪϥḕẽᶨ χם

小諸市ごみ処理基本計画の上位計画として小諸市環境基本計画が位置づけられています。

ごみ処理基本計画に関連する環境基本計画の基本施策は次の通りです。
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（１）４Ｒの推進による廃棄物の減量化 環境基本計画 施策2-1

廃棄物の減量を進め、クリーンヒルこもろにおける焼却コストを抑制し、焼却炉の負荷を減らす

ことで施設の長寿命化を図ります。

■ 環境指標

ḕẽ◙ ṁ

ˢ ͐ ˣ ˢ 13 ˣ

ӡ

(1)ᴪ Ὁέϙ

ˢⱢᾛέϙϬ Ψˣ
5,410

100ƪǃχ⌡ᾚ

χ₤ ʿ3.9%̠2.0%
ƪǃ

(2)ФжІЎАϼ χ
™Ɫᾛᴟ 632

400ƪǃχ⌡ᾚ

ФжІЎАϼ ₤ ʿ12.4%̠4.5%
ƪǃ

■ 施策

☼├ ᴿ

1-1 Ɫᾛ χ Ϭ ΰʺ Ϟβέϙχ Ϭ⌡ᾚ ᶨḕẽᴿ

1-2 зг˔Іχ ẉἴ ẉόם ᶨḕẽᴿ

1-3 χᵃ χ ᶨḕẽᴿ

̔ᴪ ʾⱧỘ Τϣ ϥέϙχ Ϭᾚϣβ

ṙ Ṛ

☼├ ᴿ

1-4 ῲ άϜϧ χЮДϰϯϬ αθ кІ⌡ᾚχPRᶨ ᶨḕẽᴿ

1-5 кІτ ΰθ “ τΰΪθἴ ʺ ˮ▪ήγ ϓ
ϢΞ˂30ʾ10֫ ˯χ

ᶨḕẽᴿ

1-6 Т˔ЖНрϼʾТ˔ЖЖжϱУʺТ˔ЖЄϴϯзрϽ χᶨ χ ᶨḕẽᴿ

1-7 ᶘ ẚ πχ ▀ ᶘ ễӾᴿ

̔ кІϬᾚϣβ

[зДв˔Іˢ ṏ χ ˣʾзг˔Іˢ™ ˣ]

̔ᴪ ʾⱧỘ Τϣ ϥέϙχ Ϭᾚϣβ

̔ кІϬᾚϣβ

[зЂϱϼиˢ™Ɫᾛᴟˣ]

̔ФжІЎАϼⱢᾛ ḕ τ ΰθФжІЎАϼ
χ ᵕ Ϭ“Ξ

̔Ɫᾛχ ḕ σ ΥπΦϥ Ϟ▫ ϙξΨϤ

̔НϱϷЫІχ ʾᶈ

[зФйϱІˢ ∙ϒχ Ḋˣ]

̔►ΜּגοФжІЎАϼ Τϣ ∙τ Ḋβϥ

͐ͧχ



- 37-

第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（１）４Ｒの推進による廃棄物の減量化

環境基本計画 施策2-1

■ 施策

☼├ ᴿ

1-8 ФжІЎАϼ χ ᵕ ᶨḕẽᴿ

̔ФжІЎАϼⱢᾛ ḕ τ ΰθФжІЎАϼ χ ᵕ Ϭ“Ξ

ṙ Ṛ

☼├ ᴿ

1-9 Ɫᾛᵕ ЩАϼІχ τϢϥ χΰ ᶨḕẽᴿ

̔Ɫᾛχ ḕ σ ΥπΦϥ Ϟ▫ ϙξΨϤ

☼├ ᴿ

1-10 зЂϱϼиⱧỘ ᶨḕẽᴿ

̔НϱϷЫІχ ʾᶈ

☼├ ᴿ

1-11 ῲ άϜϧ π ψ ϩσΜ χϵЄϸи χPRᶨ Ϭם☼ ᶨḕẽᴿ

̔►ΜּגοФжІЎАϼ Τϣ ∙τ Ḋβϥ

ṙ Ṛ



1-1 Ɫᾛ χ Ϭ ΰʺ Ϟβέϙχ Ϭ⌡ᾚ ᶨḕẽᴿ

◕ ϞⱧỘּיϒχӪ꜡ἴ Ϭ ρΰθ кІ⌡ᾚτḩβϥ︡ τνΜοʺῲ ά
Ϝϧ χЮДϰϯϬᶨ ΰθPRϬ ớ τם☼ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

έϙʾⱢᾛ ϸйрЍ˔χỸ ᴥ Ϝḯϛθיּ ᾭ ʺϼз˔рПиάϜϧ
ⱲχⱧỘּיϒχ ◙ τ︡Ϥ ϭπΦϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)
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■ 施策の展開

第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（１）４Ｒの推進による廃棄物の減量化

̔ᴪ ʾⱧỘ Τϣ ϥέϙχ Ϭᾚϣβ

ṙ Ṛ

1-2 зг˔Іχ ẉἴ ẉόם ᶨḕẽᴿ

►ΠϥϜχχ™ Ϭ“ΜϘβʻϘθʺṼϛ Πᴦ σ Ϭ ớ τ► βϥάρ
πʺέϙχ Ϭ ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

зг˔Іχ ẉἴ τψ ớ τψ︡Ϥ ϭπΦϘδϭπΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

1-3 χᵃ χ ᶨḕẽᴿ

︠τⱧỘּיϬЌ˔ϿАЕτʺ χᵃ χ ♁ϬᾦόΤΪϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

χᵃ χ τψ ớ τψ︡Ϥ ϭπΦϘδϭπΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（１）４Ｒの推進による廃棄物の減量化

■ 施策の展開

̔ кІϬᾚϣβ

1-4 ῲ άϜϧ χЮДϰϯϬ αθ кІ⌡ᾚχPRᶨ ᶨḕẽᴿ

◕ ϞⱧỘּיϒχӪ꜡ἴ Ϭ ρΰθ кІ⌡ᾚτḩβϥ︡ τνΜοʺῲ ά
Ϝϧ χЮДϰϯϬᶨ ΰθPRϬ ớ τם☼ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ṍ τ кІ⌡ᾚτḩβϥPRϬ“σμοΦϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

1-5
кІτ ΰθ “ τΰΪθἴ ʺ ˮ▪ήγ ϓ

ϢΞ˂30ʾ10֫ ˯χ
ᶨḕẽᴿ

◕ ϞⱧỘּיϒχӪ꜡ἴ Ϭ ρΰθ кІ⌡ᾚτḩβϥ︡ τνΜοʺῲ ά
Ϝϧ χЮДϰϯϬᶨ ΰθPRϬ ớ τם☼ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ṍ τ30ʾ10֫ τḩβϥPRϬ“σμοΦϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

1-6
Т˔ЖНрϼʾТ˔ЖЖжϱУʺТ˔ЖЄϴϯзрϽ χᶨ χ

ᶨḕẽᴿ

◕ ϞⱧỘּיϒχӪ꜡ἴ Ϭ ρΰθ кІ⌡ᾚτḩβϥ︡ τνΜοʺῲ ά
Ϝϧ χЮДϰϯϬᶨ ΰθPRϬ ớ τם☼ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

τϢϥ кІ⌡ᾚϯФзHELASχᶨ ϬPRΰϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（１）４Ｒの推進による廃棄物の減量化

■ 施策の展開

1-8 ФжІЎАϼ χ ᵕ ᶨḕẽᴿ

ᾝ∕ʺ Ϟβέϙρΰο ΰοΜϥФжІЎАϼ χ™ⱢᾛᴟϬ“ΜϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

☼ם

₈ῇχ
ΰ

ʾᾝ∕ʺέϙρΰο ϞΰοΜϥФжІЎАϼ ϬⱢᾛρΰο ᵕ ΰϘβʻ
ʾФжІЎАϼ ΥФжІЎАϼ Ṁ ρ δο ᵕ πΦϥΤϬᾁ ΰϘβʻ
ʾФжІЎАϼ χ₣ χжϱрʺІЕАϼб˔ЖΥϼз˔рПиάϜϧπψ ᴂπ
ΦσΜθϛʺ βϥΤʺӦ βϥΤχᾁ Ϭ“ΜϘβʻ

ʾФжІЎАϼ χέϙ Ϭ ⌠ΰʺ ỲϬᾁ ΰϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

̔ФжІЎАϼⱢᾛ ḕ τ ΰθФжІЎАϼ χ ᵕ Ϭ“Ξ

ṙ Ṛ

ᵕ χם☼ˢ◕ ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
₰
ᾁ
Ὠ

ᵓ
⁯χ
︣ Φ

̔Ɫᾛχ ḕ σ ΥπΦϥ Ϟ▫ ϙξΨϤ

1-9 Ɫᾛᵕ ЩАϼІχ τϢϥ χΰ ᶨḕẽᴿ

ʺ Ⱳ πΦϥⱢᾛᵕ ЩАϼІϬ ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ְ֫ τνΜο◕ ᵓṳπᾁ ΰοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
₰
ᾆẕ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（１）４Ｒの推進による廃棄物の減量化

■ 施策の展開

̔НϱϷЫІχ ʾᶈ

1-10 зЂϱϼиⱧỘ ᶨḕẽᴿ

ϬẤ ᵕ ΰʺ™ ᴦ σϵКиϻ˔τ ḊΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ψⱧỘּיΥԏΦ︡Ϥʺ™ⱢᾛᴟΰοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

1-11
ῲ άϜϧ π ψ ϩσΜ χϵЄϸи χPRᶨ Ϭם
☼

ᶨḕẽᴿ

ϵЄϸи ϬPRβϥάρπ◕ ʾⱧỘּיΥḕẽϒχ Ϭ―ΠϥΦμΤΪτΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

Μ ⱲχϵЀНАϼχ ʺ ▀ ϬᾦόΤΪοΦϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

̔►ΜּגοФжІЎАϼ Τϣ ∙τ Ḋβϥ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（２）ごみの適正処理

家庭・事業所等から出る燃やすごみに含まれる資源物を分別・再資源化し、循環社会の実現

を目指します。

環境基本計画 施策2-2

■ 施策

☼├ ᴿ

2-1 ϞβέϙτḯϘϦϥ έϙχᾚ ᶨḕẽᴿ

̔ ϞβέϙτḯϘϦϥ έϙχᾚ

☼├ ᴿ

2-2 ϞβέϙτḯϘϦϥᾥ♠ χᾚ ᶨḕẽᴿ

2-3 ῲ άϜϧ πⱢᾛ χ τϢϥ ῟ᴮτνΜοχPRᶨ Ϭם
☼

ᶨḕẽᴿ

̔ ϞβέϙτḯϘϦϥᾥ♠ χᾚ

̔ ϞβέϙτḯϘϦϥ έϙχᾚ

̔ ϞβέϙτḯϘϦϥᾥ♠ χᾚ
έϙχ

■ 環境指標

ṁ

ˢ ͐ ˣ ˢ 13 ˣ

ӡ

(1) ϞβέϙτḯϘϦ
ϥ έϙχᾚ 567

300ƪǃχ⌡ᾚ

₤ ʿ11.1%̠5.2%
ƪǃ

(2) ϞβέϙτḯϘϦ
ϥᾥ♠ χᾚ 592

200ƪǃχ⌡ᾚ

₤ ʿ11.6%̠5.7%
ƪǃ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（2）ごみの適正処理

■ 施策の展開

2-1 ϞβέϙτḯϘϦϥ έϙχᾚ ᶨḕẽᴿ

Ϟβέϙχ τḯϘϦϥ έϙϬ ʾ™Ɫᾛᴟβϥάρπʺέϙχ Ẁ Ϭᾚ
ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

έϙʾⱢᾛ ϸйрЍ˔χỸ ᴥ Ϝḯϛθיּ ᾭ ʺῲ πχPRϬ“μοΦ
Ϙΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

2-2 ϞβέϙτḯϘϦϥᾥ♠ χᾚ ᶨḕẽᴿ

Ϟβέϙχ τḯϘϦϥᾥ♠ Ϭ ʾ™Ɫᾛᴟβϥάρπʺέϙχ Ẁ Ϭᾚ
ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

έϙʾⱢᾛ ϸйрЍ˔χỸ ᴥ Ϝḯϛθיּ ᾭ ʺῲ πχPRϬ“μοΦ
Ϙΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾᾥ♠ ΥⱢᾛ τ ήϦθ ›ʺ Ẁ χ⌡ᾚẉό Ẁ׃π2,000 Ϭד Πϥ
῟ᴮΥΚϥάρϬ ΤϤӬΨPRΰϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

2-3
ῲ άϜϧ πⱢᾛ χ τϢϥ ῟ᴮτνΜοPRᶨ Ϭם
☼

ᶨḕẽᴿ

Ϟβέϙχ τḯϘϦϥⱢᾛ Ϭ βϥάρπʺςϦ χ ῟ᴮΥΚϥΤϬPR
ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ῲ άϜϧ π ṍ τPRΰοΦϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

̔ ϞβέϙτḯϘϦϥ έϙχᾚ

̔ ϞβέϙτḯϘϦϥᾥ♠ χᾚ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（３）市民、事業者、市の取組の推進

適正にごみを排出することで、市民１人１日当たりのごみの排出量を削減します。

環境基本計画 施策2-3

■ 環境指標

ḕẽ◙ ṁ

ˢ ͐ ˣ

ḧ

ˢ ͕ ˣ ˢ 13 ˣ

(1)ⱧỘּיϒ ◙ χם
☼

ˢ͐ΤὮˣז46ּ

̞12Ὦ˙3Ὦχם☼
ˢז90ּ ḧˣ ˢז50ּ ḧˣ

(2)◕ ͍ ͍ θϤχ
έϙχ χ⌡ᾚ

͏

807;
787g 767g

■ 施策

̔◕ ͍ ͍ θϤχέϙχ Ϭᾚϣβ

☼├ ᴿ

3-1 ־ ꜛⱵᵓρ◕ ԌΥẸ ΰο τ κʺ ◙ Ϭם☼ ᶨḕẽᴿ

3-2 έϙᾚ ϯЖНϱЃ˔χᶨ ᶨḕẽᴿ

3-3 ӽτΣΪϥḕẽᶘ χᶨ χ ᶨḕẽᴿ

3-4 ϼз˔рПиάϜϧχḕẽᶘ ІЧ˔ІϬᶨ ΰθḕẽᶘ ᶨḕẽᴿ

ṙ Ṛ

̔ⱧỘּיϒ ◙ Ϭם☼βϥάρπ Ϭ ΰʺέϙχ Ϭ

ṙ Ṛ

☼├ ᴿ

3-5 έϙχ ʺᾚ τνΜοχЪІЌ˔⌠ ʾ ϒχἿꜘ ᶨḕẽᴿ

3-6 ₰Ϭ 2ᵕם☼ʺ Ϭ“Μʺέϙχ ʾ™ⱢᾛᴟϬ ϥ ᶨḕẽᴿ

3-7 Ͻз˔р† χ ᶨḕẽᴿ

̔◕ ͍ ͍ θϤχέϙχ Ϭᾚϣβ

̔ⱧỘּיϒ ◙ Ϭם☼βϥάρπ Ϭ ΰʺέϙ
χ Ϭ βϥ

◕ ʺⱧỘ
χ︡◕ʺיּ
χ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（３）市民、事業者、市の取組の推進

■ 施策の展開

3-1 ־ ꜛⱵᵓρ◕ ԌΥẸ ΰο τ κʺ ◙ Ϭם☼ ᶨḕẽᴿ

χέϙ ΰχⱲḧτ־ ӦԌρ◕ ԌΥ τοʺέϙχ ◙ Ϭ“ΜϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ᵃẠτם☼ΰθὊᵃψΚϤϘβΥʺự ψ“μοΜϘδϭʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ◕ ԌϜ־ ꜛⱵᵓρẸ ΰο τ κʺ ◙ Ϭ“ΜϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

3-2 έϙᾚ ϯЖНϱЃ˔χᶨ ᶨḕẽᴿ

ṍ τᵓṳϬᵫ℗ΰʺέϙχᾚ ʾ™ⱢᾛᴟτνΜοϯЖНϱІϬΜθιΜοΜϘ
βʻ

άϦϘπ
χ︡

„℅ πέϙχᾚ ʺ τνΜοʺ ΜθιΜοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾέϙχ ʺᾚ τνΜοχЪІЌ˔Ϭ⌠ ΰʺ τἿꜘΰϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

̔◕ 1 ͍ θϤχέϙχ Ϭᾚϣβ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（３）市民、事業者、市の取組の推進

■ 施策の展開

3-3 ӽτΣΪϥḕẽᶘ χᶨ χ ᶨḕẽᴿ

Ỹʺ χ ᵓτΣΜο „℅Ϭם☼ΰʺέϙχ ʾ™ⱢᾛᴟϬPRΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

Ỹʺ ϢϤӢ Ϭ Ϊοʺ „℅Ϭם☼ΰοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾỸʺ ϒᶨ Ϭ ᵒΰʺ ᾏӢ χ ᴥτ ϛϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

3-4 ϼз˔рПиάϜϧχḕẽᶘ ІЧ˔ІϬᶨ ΰθḕẽᶘ ᶨḕẽᴿ

ϼз˔рПиάϜϧϒχ ᶘ χ☼ ᾋᶘּיτḕẽᶘ Ϭ“ΜϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

έϙᾚ ϯЖНϱЃ˔Ϭ τḕẽᶘ Ϭם☼ΰοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾᶘ ІЧ˔ІχἿꜘ Ϭ ṍ τ  ΰʺם τ ΰθ ꜘρΰϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

̔◕ ͍ ͍ θϤχέϙχ Ϭᾚϣβ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（３）市民、事業者、市の取組の推進

■ 施策の展開

3-6 ₰Ϭ 2ᵕם☼ʺ Ϭ“Μʺέϙχ ʾ™ⱢᾛᴟϬ ϥ ᶨḕẽᴿ

έϙ χ έρʺ ӽ τ ₰Ϭ“Μʺ ệʺἱΰϬ ӃΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

͍ᵕιμθ ₰Ϭ ͐ Τϣ ͎ᵕρΰʺϢϤʺ ⇔τ πΦϥϢΞτ ϛ
οΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ὫᴮΤϣʺέϙχ ʾ™ⱢᾛᴟτνσΥϥᶨ Ϭᾁ ΰϘβʻϘθʺ◕ ᵓṳ
πψᵕ Ϭ ϞΰʺϢϤ ⇔σД˔Ќχ⅜︡Ϭ ϚӪᾋΥΚϤϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

3-5 έϙχ ʺᾚ τνΜοχЪІЌ˔⌠ ʾ ϒχἿꜘ ᶨḕẽᴿ

έϙᾚ ϯЖНϱЃ˔ΥЪІЌ˔Ϭ⌠ ΰʺέϙχ ʾ™ⱢᾛᴟϬᾦόΤΪϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

☼ם

₈ῇχ
ΰ

ʾέϙχ ʺᾚ τνΜοχЪІЌ˔Ϭ⌠ ΰʺ τἿꜘΰϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

̔ⱧỘּיϒ ◙ Ϭם☼βϥάρπ Ϭ ΰʺέϙχ Ϭ

3-7 Ͻз˔р† χ ᶨḕẽᴿ

ḕẽϒχ ᴻϬ― ΰθϽз˔р† χPRᶨ Ϭ“ΜϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

☼ם

₈ῇχ
ΰ

ʾϽз˔р† χ῟ᴮϬ ΰννʺPRᶨ Ϭ“ΜϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（３）市民、事業者、市の取組の推進

︡

☼├2-3 ◕ ʺⱧỘּיʺ◕χ︡ χ

˲ ṏ ˳

ʾ σϜχψ ϩσΜ

ʾέϙϬ β ›ψ Ϭ βϥ

ʾ־ ꜛⱵᵓʺỸχ ᵓπέϙχ ệϬ ΰοẸ Ϭ β

˲ кІ⌡ᾚ˳

ʾ Μ χ τ ᾫχ χ∕ᾫϬᶎ ΰʺ ∙Ϭ ΜβΧσΜϢΞτβϥ

ʾ Μ χ∑ψʺ ṍᾢϞ ṍᾢχ Μ Ϭ βϥχπψσΨʺ τ† βϥ

ʾ χ∑ψʺ ϓϣϦϥ ιΪ⌠Ϥʺ ∙Υ μθρΦψ►Μ ϤйЄСϬᶨ βϥ

ʾ ϓΦϦσΤμθ ψʺ σς ϙτΨΜ Ϭᾁ βϥ

ʾᵰ βϥ∑ψʺ ϓΦϦϥ Ϭ ΰʺˮ30ʾ10֫ ˯τ︡Ϥ Ϛ

ʾ ∙Ϟ Ϭᶨ πΦσΜ ›ψʺТ˔ЖЖжϱУϒχṄ ϞΣ ΪϬᾁ βϥ

資 源 循 環 の 実 現 に 向 け た 市 民 の 取 組

図 資源循環のイメージ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（３）市民、事業者、市の取組の推進

︡

☼├2-3 ◕ ʺⱧỘּיʺ◕χ︡ χ

˲ ṏ ˳

ʾϼз˔рПиϒέϙϬⱱκ₅Ϛ∑ψʺⱢᾛ χ₤ Ϭ Ω

ʾῬ ʾⱧỘ χᴒ₢τ Ί Ϭ βϥˢ←ᵲⱲχ ᶎ τϜνσΫϥˣ

ʾϵЀϯϼЄдр21ˢ ṏ χ⌡ᾚϞзЂϱϼиˣχ

ʾ χ ψ♠Ὁ ∙τ ḊβϥˢзФйϱІˣ

˲ кІ⌡ᾚ˳

ʾ ʾᴙʾ ʾᵰ ⱧỘּיψʺ кІ⌡ᾚ τ ΰθ︡ Ϭ βϥ

ˢ ṍᾢχᾋ ΰʺ ▫ ϦϞ Ϥ Ϥχם☼ʺТ˔ЖНрϼ ϒχṄ σςˣ

資 源 循 環 の 実 現 に 向 け た 事 業 者 の 取 組



- 50-

第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（４）ごみ処理施設の長寿命化と持続可能な運営

̔ Ϟβέϙχ⌡ᾚτϢϥṐṀχ ᴟϞ χ⌡ᾚ

クリーンヒルこもろでは、ごみ焼却量の増加による稼働日数の変更や埋立ごみから発火した発

煙の消火活動など、作業量が当初計画より増え、負担が大きくなってきています。

持続可能な施設の運営をするためには、市民の適正な分別の協力と人材確保という２つの大

きな課題を解決するための取組を進めます。

■ 施策

̔ Ϟβέϙχ⌡ᾚτϢϥṐṀχ ᴟϞ χ⌡ᾚ

☼├ ᴿ

4-1 ⱱ ᴦ σ☼ ְ֫χᾁ ᶨḕẽᴿ

4-2 ϵКϞ™ϵК τḩβϥ ├χᾁ ᶨḕẽᴿ

ṙ Ṛ

έϙ ☼
χ

ᴟρⱱ ᴦ
σְ֫

クリーンヒルこもろで使用する機器は、

常に動かす必要のある機械が多いです。

リサイクル処理では、回転式破砕機を動

かす時間をできるだけ短くして、使用電力

の削減に努めています。

また、紙の電子化やLED照明の交換

などの取組を実施しています。

施設を長く使うためにも専門業者との

連携を図りながら、エネルギー消費の動向

を細かく調べて、実行できることから進めて

いきます。

図 回転破砕機

高速で回転するハンマーにより、ごみを叩き、

砕き、切断して細かくします。

クリーンヒルこもろの取組
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（４）ごみ処理施設の長寿命化と持続可能な運営

■ 施策の展開

4-1 ⱱ ᴦ σ☼ ְ֫χᾁ ᶨḕẽᴿ

ϞβέϙϬᾚ βϥάρπʺϼз˔рПиάϜϧϒχ ᴻϬᾚϣΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

έϙʾⱢᾛ ϸйрЍ˔χỸ ᴥ Ϝḯϛθיּ ᾭ ʺῲ πχPRϬ“μοΦ
Ϙΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ◕ ʾⱧỘּיϒ σ ʾ™ⱢᾛᴟϬPRβϥάρπέϙχᾚ τὌΫϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

4-2 ϵКϞ™ϵК τḩβϥ ├χᾁ ᶨḕẽᴿ

ϼз˔рПиάϜϧχ ϵКиϻ˔ᴟẉό™ ϵКиϻ˔χ Ϭᾁ ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

☼ χԁ τ Ί ЄІГЭϬ ΰοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ☼ ϒχ™ ϵКиϻ˔χ Υᴦ Τ ₰ʾᾆẕϬם☼ΰϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

₰ʾᾆẕ ☼ם ְ֫

̔ Ϟβέϙχ⌡ᾚτϢϥṐṀχ ᴟϞ χ⌡ᾚ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（５）安全で持続可能な廃棄物の収集運搬及び処理体制の推進

廃棄物処理は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に欠かせないものであるため、安全で

持続可能な廃棄物の収集運搬及び処理体制を推進していきます。

また、平時における法令等に基づく適正な処理体制の確保のみならず、災害時の施設運営や

災害廃棄物の処理体制について、地域防災計画に基づき災害廃棄物処理計画を策定していま

す。災害発生時に適正かつ円滑に災害廃棄物の処理を実施するため、関係課との連携を図りな

がら有事に備えます。

̔῟ σ ֫ χӲⱱ

̔ ṏ ├

̔←ᵲⱲτΣΪϥ ṏ χӲⱱ

ӗ πⱱ
ᴦ σ ṏ
χ ֫
ẉό
χ

☼├ ᴿ

5-1 Ӧ ρ ὀΰθӗ ΰθ ֫ χӲⱱ ᶨḕẽᴿ

5-2 ᴪ Ὁέϙχᾤ χם☼ ᶨḕẽᴿ

̔῟ σ ֫ χӲⱱ

■ 施策

☼├ ᴿ

5-3 ὓᵊχם῟ Ϭ‰ϛϥθϛχἩ χם☼ ᶨḕẽᴿ

̔ ṏ ├

☼├ ᴿ

5-4 ὓᵊχם῟ Ϭ‰ϛϥθϛχἩ χם☼ ᶨḕẽᴿ

5-5 ᾆ ╥ᴥ τϢϥ ᶨḕẽᴿ

̔←ᵲⱲτΣΪϥ ṏ χӲⱱ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（５）安全で持続可能な廃棄物の収集運搬及び処理体制の推進

■ 施策の展開

5-1 Ӧ ρ ὀΰθӗ ΰθ ֫ χӲⱱ ᶨḕẽᴿ

έϙ ϒ ήϦϥᴪ έϙχ Ϭ ḧϬ αοӲⱱΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

Ӧ ρ ὀΰʺ ϬӲⱱΰοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾᾝ∕χ ệϬӲⱱΰϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

5-2 ᴪ Ὁέϙχᾤ χם☼ ᶨḕẽᴿ

έϙ ΰΥ₉ σԁ ϣΰχ‰ Ϟיּ ΥΜּיσςχ χέϙ ΰ◦כρΰοʺ
ᴪ Ὁέϙχᾤ Ϭם☼ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ḧⱧỘּיτϢϥᴪ Ὁέϙχᾤ Υ“ϩϦοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾḩἰᴿρẸṳʾᾁ ΰο“ΦϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

̔῟ σ ֫ χӲⱱ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

5-3 ṏ ├χếᴟ ᶨḕẽᴿ

ḗ♪ОЕк˔иϬ “Μʺ ṏχ ♁τ ϛϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ṏ ♁Ḙ χ ʺḗ♪ϸЮжχ ʺḗ♪ОЕк˔иϬ Ṩם☼ΰοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ṏχ ├ϬὋ ΰο“ΜϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

̔ ṏ ├

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（５）安全で持続可能な廃棄物の収集運搬及び処理体制の推進

■ 施策の展開

5-4 ὓᵊχם῟ Ϭ‰ϛϥθϛχἩ χם☼ ᶨḕẽᴿ

ṍ τ←ᵲ ṏ χ ϦἩ Ϭ“ΜϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ᾝ πχם Ἡ Ϭם☼ΰοΦϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ṍ τἩ Ϭ“Μʺ Ⱨτ ΠϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

5-5 ᾆ ╥ᴥ τϢϥ ᶨḕẽᴿ

⁯ϞᾉΥם☼βϥᾆ τ ớ τ╥ᴥΰʺ Ϭ“ΜϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ᾆ τ╥ᴥΰʺ ʺӪᾋῖḊϬם☼ΰοΜϘβʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾὋ ΰοᾆ τ╥ᴥΰʺ ԌχІϺиϯАФϬ ϤϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

̔←ᵲⱲτΣΪϥ ṏ χӲⱱ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
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表_想定する災害

地震
糸魚川―静岡構造線

断層帯の地震
マグニチュード8.5

（最大震度６弱：小諸市）

水害

（浅間山融雪型火山泥

流災害含む）

千曲川の氾濫
蛇掘川・中沢川の氾濫

千曲川
（流域全体に48時間総雨量439mm）
蛇掘川・中沢川
（上流域に24時間総雨量202.2mm）

第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（５）安全で持続可能な廃棄物の収集運搬及び処理体制の推進

図 災害廃棄物処理に係る基本的な流れ

小諸市における地域防災計画に基づき、災害発生時の状況に即した災害廃棄物処理の具

体的な業務内容を示すことにより、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目指すものとし

て、令和３年４月に策定しました。

本計画は、環境省の定める災害廃棄物対策指針（平成30年改定）にもとづき策定するも

のであり、小諸市地域防災計画と整合をとり、適正かつ円滑に災害廃棄物の処理を実施するた

め、担当部署等の具体的な業務内容を示しています。

小諸市で災害が発生した際、災害廃棄物等の処理は、本計画で備えた内容を踏まえて進

めること、さらに実際の災害規模、被害状況等により柔軟に対応するものとしています。

小諸市災害廃棄物処理計画
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第 ３ 章 計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針

第４節 基本施策

（６）その他ごみ処理に関連する取組の推進

小諸市は、2050年のゼロカーボン達成を目指しています。ゼロカーボンの実現は、環境・経

済・社会の課題を総合的に解決できる社会づくりにつながり、廃棄物の分野においてもゼロカーボ

ンの対策が求められています。

このため、温室効果ガス(CO2などのGHG)の排出要因の一つである廃棄物処理における焼却

量の削減が重要となります。

ものを捨てない、捨てざるを得ないものは熱利用をするなどの取組をつないでいくことで、低炭

素・脱炭素や自然共生に広がることは、「地域循環共生圏」の考え方につながります。

̔Ψϣΰρ Φ Ϭ Πϥζχ έϙ
τḩ

βϥ︡ χ

■ 施策

☼├ ᴿ

6-1 ṏ χ Ẁτ Ξᴛע῟ᴮϹІ(GHG) χ⌡ᾚ ᶨḕẽᴿ

̔Ψϣΰρ Φ Ϭ Πϥ

̔ ᵲϒχ ᴂ

̔ ᵲϒχ ᴂ
☼├ ᴿ

6-2 ρẶ ΥπΦϥέϙ ︣ χᾁ ᶨḕẽᴿʾ ᴿ

「温室効果ガス（GHG）」
大気中に熱（赤外線）を吸収する性質があるガスで、地球温暖化の原因の一つといわれているもの。人間の活動に
よって増加した主な温室効果ガスには、二酸化炭素（CO2）やメタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、フロンガスが

ある。

■ 環境指標

ḕẽ◙ ṁ

ˢ ͐ ˣ

ḧ

ˢ ͕ ˣ ˢ 13 ˣ

(1) ṏ χ Ẁτ Ξᴛ
ᴮϹІ῟ע χ
⌡ᾚ

1,200 ƪǃ-CO2 760ƪǃ-CO2 450ƪǃ-CO2
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食品ロス
削減推進計画

第 章
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第４章 食品ロス削減推進計画

第１節 食品ロスの現状

（１）食品廃棄物とは

食品廃棄物は、産業廃棄物とし

て食品製造業から、一般廃棄物とし

て事業系は食品流通業及び外食

産業から、家庭系は家庭から排出さ

れたものを指します。

食品ロスとは、食品廃棄物に含まれるもので、本来食べられるにも関わらず捨てられる食品のこと

を指します。具体的には、食べ残し、過剰除去、直接廃棄、規格外品、売れ残り等が該当します。

食

品

廃

棄

物

― 動植物性残さ

― 売れ残り、食品廃棄

― 調理くず、食品廃棄
食べ残し

産業廃棄物

一般廃棄物

製造段階（食品製造）

流通段階（食品流通）

消費段階
（外食、家庭）

_ ṏ χ Ӥ

現在、日本の食料自給率（カロリーベース）は 37％（平成30年度）で、海外からの食料輸

入に大きく頼っている一方、まだ食べることができる食品が生産、製造、販売、消費等の各段階にお

いて日常的に廃棄され、大量の食品ロスが発生しています。また、全国では７人に１人のこどもが相

対的貧困の状況にあり、毎日の食事をきちんと取れていません。

さらに、平成27年には、国際連合総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」において、2030年までに食料の損失・廃棄を削減させることが掲げられるなど、食品ロス削減は

国際的にも重要な課題となっています。

そのような状況の下、この課題に取り組むため、令和元年５月、国において議員発議により「食

品ロスの削減の推進に関する法律」が成立し、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な

主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進することが定められました。

私たち一人ひとりが、まだ食べることができる食品を無駄にせず、食料支援を求める家庭へフード

ドライブにより提供するなど、食品ロスを減らしていくことが重要です。

（２）食品ロスを取り巻く状況と課題

小諸市は、生ごみについてはすでに資源化していますが、事業者、市民の更なる食べ残し、過剰

除去、直接廃棄、規格外品、売れ残り等の削減を進めることが必要です。

（３）小諸市の食品ロスの現状

(参考）食品ロスポータルサイト（環境省）
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第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第２節 食品ロスに関する国や県の動き、市民意識

（１）国や長野県による食品ロス削減に向けた取組

Ṗ

「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、国連の「持続可能な開発計画（SDGs）」

を踏まえ、2030年度までに家庭からの食品ロスを半減するとの目標が定められました。

また、第4次食育推進基本計画（2021年）では、「食品ロス削減のために何らかの行動をし

ている国民の割合」を令和７年度までに80％以上とすることが定められています。

図 国の食品ロス量推計

(参考）食品ロス削減ガイドブック（令和４年度版）
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第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第２節 食品ロスに関する国や県の動き、市民意識

（１）国や長野県による食品ロス削減に向けた取組

Ṗ

長野県における食品ロス削減推進法に基づく食品ロス削減推進計画は、「長野県廃棄物処

理計画（第５期）」に位置づけられています。計画の取組目標として、『つくる責任 つかう責任』

を意識して循環型社会を実現～信州らしい生活様式へ～が示され、食品ロス削減の呼びかけ等

を推進する市町村や食べ残しを減らそう県民運動～e-プロジェクト～の協力店舗の増加を推進し

ています。

図_信州発もったいないキャンペーン

ポスター（長野県）
図_残さず食べよう！30･10運動

キャンペーンポスター（長野県）

長野県では、身近なスーパーマーケット等の食品販売関連事業者の皆様にもご協力いただ

き、さらなる食品ロスの削減を目指しています。家庭では、毎月30日を冷蔵庫クリーンアップデー、

毎月10日をもったいないクッキングデーとして、家庭での食品ロス対策の呼びかけをしています。

さらに、食べるタイミングを考えて消費期限・賞味期限間近の食品から順番に購入することを

呼びかけるキャンペーンも実施しています。

食べ残しを減らそう県民運動～e-プロジェクト～
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第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第２節 食品ロスに関する国や県の動き、市民意識

（２）消費者の意識の現状（市民アンケート調査結果より）

令和５年２月に2,000世帯を対象に市民アンケートを実施しました。

食品ロスに関しては、多くの方が食べ残しや消費期限を切らしてしまうことがあると回答しました。

中には、収穫物が多くお裾分けができないという理由でロスが発生してしまうという声が複数ありまし

た。

また、食品ロスを減らす取組を実施している方が６割でした。具体的な取組として、余分なもの

を買いすぎない、野菜などは漬物等の保存食にする、料理を作りすぎないなどの工夫をされている

方の声がありました。

図 食品ロスに関する市民意識

市民アンケート調査結果

362 161 80
ˢ ῟ :603)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

кІϬᾚϣβἇ σ︡ χם☼

ΰοΜϥ☼ם ΰοΜσΜ☼ם ᵕ

196 250 31 69 57

ˢ ῟ :603)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

кІχ ᾛ

ϓ▪ΰ ṍᾢϬ ϣΰοΰϘΞ ᵃ Ạ ζχ ᵕ
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第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第３節 計画の基本的事項

（１）計画の目的

小諸市の食品ロス削減の取組をより一層充実させ総合的かつ計画的に推進するため「小諸

市食品ロス削減推進計画」を策定しました。

小諸市の、食品ロスの削減に向けた取組は「小諸市ごみ処理基本計画」において、優先的な

取組として位置づけ、市域全体で食べ物を大切にする活動を展開していきます。

図 計画の位置づけ

令和元年５月24日に成立した「食品ロスの削減の推進に関する法律」（食品ロス削減推進

法）第11条に基づく「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針を踏まえ、長野県は令和３

年に食品ロス削減推進計画を策定しました。こうした状況を踏まえ、小諸市においても食品ロス削

減への取組を一層進め、持続可能な社会の実現を目指すため、「小諸市食品ロス削減推進計

画」を「小諸市ごみ処理基本計画」の一部と位置づけました。

（２）計画の位置づけ

第２次小諸市ごみ処理基本計画

令和6(2024)～令和13(2031)年度

ごみ処理基本計画

食品ロス削減推進計画

食品ロスの削減の推進に関する法律

令和元(2019)年10月施行

長野県食品ロス削減推進計画

令和3(2021)年4月施行

第11次基本計画

(令和5年度まで)

第３次小諸市環境基本計画

令和6(2024) ～令和13(2031)年度

本計画は、「ごみ処理基本計画」と同期間とします。

（３）計画期間
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第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第４節 基本理念、基本方針、基本目標

（１）基本理念

食品ロス削減推進計画は、環境基本計画、ごみ処理基本計画の目標とする循環型社会の

実現に向けた取組を推進します。

本計画では、市民・事業者・市のそれぞれの主体が協働し、食品ロス削減の取組を充実させ、

食品ロスを取り巻く様々な課題解決を図ります。

図 計画の方針

循環型社会の実現に向け、次の基本方針を定めます。

（２）基本方針

小諸市は以下の数値目標を設定します。

（３）基本目標

■ 循環型社会の実現に向けた方針

̔ ӽⱢᾛ ḕχέϙχ

̔ кІ⌡ᾚτΰΪθ ẉἴ Ϭ“Ξ

̔◕ ʾⱧỘּיʾḩἰ ρ ὀΰθ︡ χם

[зДв˔Іˢ ṏ χ ˣʾзг˔Іˢ™ ˣ]

̔ кІϬᾚϣβ

[зЂϱϼиˢ™Ɫᾛᴟˣ]

̔Ɫᾛχ ḕ σ ΥπΦϥ Ϟ▫ ϙξΨϤ

̔НϱϷЫІχ ʾᶈ

͐ͧχ

◕ ʺⱧỘ
χ︡◕ʺיּ
χ

■ 環境指標

ḕẽ◙ ṁ

ˢ ͐ ˣ

ḧ

ˢ ͕ ˣ ˢ 13 ˣ

(1)ᴪ Ὁ Ϟβέϙχ
έϙχ₤

11.1̋ 8.1̋ 5.2%

(2) кІϬᾚϣβἇ
σ︡ Ϭם☼ΰ

οΜϥ χᶤ›
60% 70% 80̋
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第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第５節 基本施策

（１）４Ｒの推進による廃棄物の減量化

廃棄物の減量をする際に、食品ロスを減らします。不要になった食品をリサイクルできる体制や

仕組みづくり、廃棄せざるを得ない食品のバイオマス利用を促進します。

■ 施策

☼├ ᴿ

1-4 ῲ άϜϧ χЮДϰϯϬ αθ кІ⌡ᾚχPRᶨ ᶨḕẽᴿ

1-11 ῲ άϜϧ π ψ ϩσΜ χϵЄϸи χPRᶨ Ϭ

☼ם

ᶨḕẽᴿ

͐ͧχ [зДв˔Іˢ ṏ χ ˣʾзг˔Іˢ™ ˣ]

̔ᴪ ʾⱧỘ Τϣ ϥέϙχ Ϭᾚϣβ

̔ кІϬᾚϣβ

[зЂϱϼиˢ™Ɫᾛᴟˣ]

̔Ɫᾛχ ḕ σ ΥπΦϥ Ϟ▫ ϙξΨϤ

̔НϱϷЫІχ ʾᶈ

環境基本計画 施策2-1

ご み 処 理 基 本 計 画
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第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第５節 基本施策

（１）４Ｒの推進による廃棄物の減量化

■ 施策の展開

1-4 ῲ άϜϧ χЮДϰϯϬ αθ кІ⌡ᾚχPRᶨ ᶨḕẽᴿ

◕ ϞⱧỘּיϒχӪ꜡ἴ Ϭ ρΰθ кІ⌡ᾚτḩβϥ︡ τνΜοʺῲ ά
Ϝϧ χЮДϰϯϬᶨ ΰθPRϬ ớ τם☼ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ṍ τ кІ⌡ᾚτḩβϥPRϬ“σμοΦϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

1-11
ῲ άϜϧ π ψ ϩσΜ χϵЄϸи χPRᶨ Ϭם
☼

ᶨḕẽᴿ

ϵЄϸи ϬPRβϥάρπ◕ ʾⱧỘּיΥḕẽϒχ Ϭ―ΠϥΦμΤΪτΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

Μ ⱲχϵЀНАϼχ ʺ ▀ ϬᾦόΤΪοΦϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ



- 66-

第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第５節 基本施策

（２）ごみの適正処理

家庭・事業所等から出る生ごみの混入を防ぎます。

̔ᴪ ʾⱧỘ Τϣ ϥ ϞβέϙτḯϘϦϥ έϙχέϙχ

環境基本計画 施策2-2

ご み 処 理 基 本 計 画

■ 施策

☼├ ᴿ

2-1ᴪ ʾⱧỘ Τϣ ϥ ϞβέϙτḯϘϦϥ έϙχ ᶨḕẽᴿ

2-3ῲ άϜϧ πⱢᾛ χ τϢϥ ῟ᴮτνΜοPRᶨ Ϭ
☼ם

ᶨḕẽᴿ

■ 施策の展開

2-1 ϞβέϙτḯϘϦϥ έϙχᾚ ᶨḕẽᴿ

Ϟβέϙχ τḯϘϦϥ έϙϬ ʾ™Ɫᾛᴟβϥάρπʺέϙχ Ẁ Ϭᾚ
ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

έϙʾⱢᾛ ϸйрЍ˔χỸ ᴥ Ϝḯϛθיּ ᾭ ʺῲ πχPRϬ“μοΦ
Ϙΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

2-3
ῲ άϜϧ πⱢᾛ χ τϢϥ ῟ᴮτνΜοPRᶨ Ϭם
☼

ᶨḕẽᴿ

Ϟβέϙχ τḯϘϦϥⱢᾛ Ϭ βϥάρπʺςϦ χ ῟ᴮΥΚϥΤϬPR
ΰϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ῲ άϜϧ π ṍ τPRΰοΦϘΰθʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ ⱲPRᶨ Ϭם☼

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
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第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第５節 基本施策

（３）市民、事業者、市の取組の推進

適正にごみを排出することで、市民１人1日当たりのごみの排出量を削減します。

■ 施策

☼├ ᴿ

3-1 ־ ꜛⱵᵓρ◕ ԌΥẸ ΰο τ κʺ ◙ Ϭם☼ ᶨḕẽᴿ

3-5 έϙχ ʺᾚ τνΜοχЪІЌ˔⌠ ʾ ϒχἿꜘ ᶨḕẽᴿ

̔ⱧỘּיϒ ◙ Ϭם☼βϥάρπ Ϭ ΰʺ
έϙχ Ϭ

̔◕ ͍ ͍ θϤχέϙχ Ϭᾚϣβ

◕ ʺⱧỘ
χ︡◕ʺיּ
χ

環境基本計画 施策2-3

ご み 処 理 基 本 計 画

■ 環境指標

ḕẽ◙ ṁ

ˢ ͐ ˣ

ḧ

ˢ ͕ ˣ ˢ 13 ˣ

(1)◕ ͍ ͍ θϤχ
έϙχ χ⌡ᾚ

͏

807;
787g 767g
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第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第５節 基本施策

（３）市民、事業者、市の取組の推進

■ 施策の展開

3-1 ־ ꜛⱵᵓρ◕ ԌΥẸ ΰο τ κʺ ◙ Ϭם☼ ᶨḕẽᴿ

χέϙ ΰχⱲḧτ־ ӦԌρ◕ ԌΥ τοʺέϙχ ◙ Ϭ“ΜϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

ᵃẠτם☼ΰθὊᵃψΚϤϘβΥʺự ψ“μοΜϘδϭʻ

₈ῇχ
ΰ

ʾ◕ ԌϜ־ ꜛⱵᵓρẸ ΰο τ κʺ ◙ Ϭ“ΜϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ

3-5 έϙχ ʺᾚ τνΜοχЪІЌ˔⌠ ʾ ϒχἿꜘ ᶨḕẽᴿ

έϙᾚ ϯЖНϱЃ˔ΥЪІЌ˔Ϭ⌠ ΰʺέϙχ ʾ™ⱢᾛᴟϬᾦόΤΪϘβʻ

άϦϘπ
χ︡

☼ם

₈ῇχ
ΰ

ʾέϙχ ʺᾚ τνΜοχЪІЌ˔Ϭ⌠ ΰʺ τἿꜘΰϘβʻ

ІϾЅв˔и☼ם

R6

2024

R7

2025

R8

2026

R9

2027

R10

2028

R11

2029

R12

2030

R13

2031

( ḧᾋ ΰ)

◕ˢ☼ם ᵓṳ Υ ệϬᶎ ˣ
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■ 市民・事業者とともに取り組むこと

̔◕

ʾ Μ χ τ ᾫχ χ∕ᾫϬᶎ ΰʺ ∙Ϭ ΜβΧσΜϢΞτβϥ

ʾ Μ χ∑ψʺ ṍᾢϞ ṍᾢχ Μ Ϭ βϥχπψσΨʺ τ† βϥ

ʾ χ∑ψʺ ϓϣϦϥ ιΪ⌠Ϥʺ ∙Υ μθρΦψ►Μ ϤйЄСϬᶨ βϥ

ʾ ϓΦϦσΤμθ ψʺ σς ϙτΨΜ Ϭᾁ βϥ

ʾᵰ βϥ∑ψʺ ϓΦϦϥ Ϭ ΰʺˮ30ʾ10֫ ˯τ︡Ϥ Ϛ

ʾ ∙Ϟ Ϭᶨ πΦσΜ ›ψʺТ˔ЖЖжϱУϒχṄ ϞΣ ΪϬᾁ βϥ

̔ⱧỘּי

ʾ ʾᴙʾ ʾᵰ ⱧỘּיψʺ кІ⌡ᾚ τ ΰθ︡ Ϭ βϥ

ˢ ṍᾢχᾋ ΰʺ ▫ ϦϞ Ϥ Ϥχם☼ʺТ˔ЖНрϼ ϒχṄ σςˣ

■ 市が率先して取り組むこと

̔ кІ ệϞ ₰ʾᾆẕτḩβϥ χ ẉό ằ

̔ῲ άϜϧπχᾦόΤΪ

̔ кІ⌡ᾚτḩβϥ“ Ϭם βϥ ΥיϞⱧỘּיּ ΠϥϢΞʺ◕χШ˔ЭЧ˔ЅϞϱ
ЦрЕπχἴ

̔ πχ кІ ├χם

第 ４ 章 食 品 ロ ス 削 減 推 進 計 画

第５節 基本施策

（３）市民、事業者、市の取組の推進
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計画の運営管理

第 章
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第５章 計画の進行管理

第１節 進行管理体制と進行管理

（１）進行管理体制

環境審議会、市民会議等の機関を中心に、計画の進行状況や施策の実施状況を確認する管

理体制により、達成度の把握や評価を行います。

（２）計画と目標の共有化

（３）計画の進行管理・評価と見直し

市民・事業者・市のそれぞれの主体が本計画に対する理解を深め、連携してごみ減量・再資源

化に取り組むため、本計画をわかりやすく説明しながら広くPRしていきます。

計画を着実に進めるために、事業の進捗状況や目標の達成状況を毎年度把握することで進行

管理を行います。さらに、必要に応じて事業の見直しを行います。

また、評価と見直しについては、「ごみ処理基本計画策定指針」（2016年9月 環境省）に

示されている概ね５年後の計画改定を見据えて、中間年度である令和9年度に、計画全体の評

価と見直しを行います。



資料編

１．第２次小諸市ごみ処理基本計画の検討経過

２．ごみ処理事業の沿革

３．ごみの分別区分

４．ごみの排出フロー

５．ごみ処理施設の概要

６．ごみ・資源の処理状況一覧

７．市民アンケート調査結果

８．将来予測（対策なしの場合）

９．用語集



全体スケジュール
確認/

調整事項
主な作業内容
（事務局）計画期間

2023年
１～３月

･市民アンケート調査
･第9回･第10回市民会議

・小諸市の基本情報の整理
・小諸市の現状と課題の調査

４月 ・小諸市の現状と課題の整理
・計画の基本理念の検討
・ゼロカーボン施策の検討
・計画の推進体制・進行管理の検討

５月 ･第11回市民会議 ・計画の基本理念の検討
・ゼロカーボン施策の検討
・市内のエネルギー使用量調査（ク

リーンヒルこもろ等）

６月 ●庁内会議
★ゼロカーボン戦略推進

本部
◇第１回環境審議会

（審議会にて方向性を協議）
第１章：基本的事項
第２章：計画に基本理念

・計画の基本理念の整理
・ゼロカーボン施策の調整
・市内のエネルギー使用量調査（ク

リーンヒルこもろ等）

７月 ･第12回市民会議 ・庁内ヒアリング（全課対象）

８月 ・庁内ヒアリング結果の整理
・計画素案の検討・作成
（実現方針・基本施策）

・表紙案の検討

９月 ●庁内会議
･第13回市民会議

・計画素案の検討・作成
（実現方針・基本施策）

・事業者ヒアリング（クリーンヒル
こもろ）

１０月 ◇第２回環境審議会
★ゼロカーボン戦略推進

本部

（審議会にて素案の方向性を
協議）

第４章：目標を達成するため
の施策

・実現方針
・基本施策（市民・事業者

等）

・各柱の施策内容の調整
・重点プロジェクトの検討・調整

・庁内体制等の確定

１１月 ･第14回市民会議 ・各柱の施策内容の調整
・重点プロジェクトの調整
・事業者ヒアリング
・計画案の検討・作成

１２月 ◇第３回環境審議会 （審議会にて計画案の方向性
を協議）

・計画案の更新

2024年
１月

パブリックコメント
（１カ月間）

･第15回市民会議

（審議会にて計画案を協議） ・計画案の更新

２月 ・計画案の修正

３月 ●庁内会議

★ゼロカーボン戦略推進
本部

◇第４回環境審議会

･第16回市民会議

公表

（審議会にて計画最終案を協
議）

１．第２次小諸市ごみ処理基本計画の検討経過

-Ɫ 1-



ごみ処理基本計画策定指針

（環境省、H28）
本計画

長野県廃棄物処理計画

（第５期）

計画

内容

１．基本的事項

(1)ごみ処理基本計画の位置づ
け

(2)施設の有効活用及び広域的
な取組の推進
※小諸市は対象なし

第１章 基本的事項

第１節 計画策定の趣旨
第２節 計画の位置づけ
(1)他計画等との関係

(2)計画対象区域
(3)計画の範囲

第３節 計画期間

１．総論

２．策定に当たって整理すべき
事項

(1)市町村の概況

(2)ごみ処理の現況及び課題
(3)ごみ処理行政の動向
(4)計画策定の基本的考え方

第２章 小諸市のごみ処理の現状と課題

第１節 ごみ処理実績
(1)小諸市のごみ総排出量の推移
(2)ごみの種類別の排出量

(3)ごみの組成
(4)ごみの資源化量
(5)ごみのリサイクル率
(6)ごみ処理量

(7)クリーンヒルこもろの焼却処理の状況

(8)ごみ処理経費
第２節 前計画の総括

(1)前計画の目標達成状況
第３節 ごみに関する市民アンケート集計

結果

(1)重要だと感じる環境施策
(2)家庭系ごみに関する市民意見

第４節 ごみに関するこれまでの取組

(1)家庭系ごみに関する減量対策
第３章 計画の基本理念・基本方針
第１節 基本理念・基本方針

(1)基本理念
(2)基本方針

２．廃棄物の現状と目標

３．各主体の協働と役割
(1)協働と責務
(2)各主体の役割

３．ごみ処理基本計画の策定

(1)ごみの発生量及び処理量の

見込み

第２節 数値目標 ２．廃棄物の現状と目標

(1)廃棄物の現状

(2)数値目標

(2)ごみの排出の抑制のための
方策に関する事項

第３節 施策体系

第４節 基本施策

(1)４Ｒの推進

４．４Ｒ等の推進

(1)廃棄物の発生抑制の推進

(2)使用済み製品の再使用の推進

(3)適正な再生利用の推進

(4)代替素材への転換の推進

(5)環境教育等の推進

(6)食品ロス削減の推進

(3)分別して収集するものとした
ごみの種類及び分別の区分

(4)ごみの適正な処理及びこれを
実施する者に関する基本的事
項

(2)ごみの適正処理

(3)市民、事業者、市の取組の推進

５．廃棄物の適正処理の推進

(1)廃棄物の適正処理の確保

(2)廃棄物の不法投棄等の防止

(5)ごみの処理施設の整備に関す
る事項

(4)ごみの処理施設の長寿命化と持続可能
な運営

６．循環型社会形成のための長期的
取組

(1)処理施設の整備

(6)その他ごみの処理に関し必要
な事項

(5)安全で持続可能な廃棄物の収集運搬及
び処理体制の推進

(6)その他ごみ処理に関連する取組の推進

(2)地域循環共生圏棟の形成

(3)2050ゼロカーボンに向けた取組

第４章 食品ロス削減推進計画

第１節 食品ロスの現状

第２節 食品ロスに関する国や県の動き、

市民意識

第３節 計画の基本的事項

第４節 基本理念、基本方針、基本目標

第５節 基本施策

第５章 計画の進行管理

１．第２次小諸市ごみ処理基本計画の検討経過

国のごみ処理基本計画策定指針、県の廃棄物処理計画（第５期）対応表
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◕χέϙ χ︠σ   έϙ τἰϥּזᵓ ΰ

53 ˼‰ Ῥ Υằ ᵫ◐

54 ˼ έϙχ ᵫ◐

63 ˼ᴦ έϙʺ έϙʺ έϙχ͏ Ϭᵫ◐
˼ ϼз˔рЈрЌ˔ρ ᴲ ͎ṍ

Υằ ᵫ◐

͐ ˼ ṏ χᵠ ˢ⁯ ʺ ⱧỘּיʺ
⁯ẉό ῝Ặ χ Υṛ Ϙθψế
ᴟˣ

͔ ˼◕◙ τϢϥ Ϟβέϙʺ έϙχ
ᵫ◐
ʾ◙ ψЪзϵЎйр Ϭ⅜

͕ ˼◕◙ τϢϥ Ϟβέϙʺ έϙχ
ᵫ◐
ʾ◙ ψЪзϵЎйр Ϭ⅜

˼ Ṁ зЂϱϼи χ☼“ ˢόϭʺЧА
ЕЩЕи Ϭ τⱧỘּיτϢϥзЂϱϼи
ΥṰ ΪˢФжІЎАϼ Ṁ ψ

12 ˣˣ

12 ˼ЧАЕЩЕиʺ ♠ʺ╛Ⱡʺ Щ˔иχ
ˢӦ ˣᵫ◐

ʾЧАЕЩЕиψ КАЕϬ►
ʾᾥ♠ ψ έρτ φο

˼ ḕἷּזᵓἹ ṁ χ☼“
ˢ יּ Υ ᶎᴟήϦʺ Υꜛϣיּ▀
▀βϥ τԁ χ Ϭ ΞάρΥᾖ
ˣ

˼ЍϱϷϺЄр ├ χ☼“
ˢ Ẁ☼ χ ϹІ χṛ Υếᴟˢ 14

Ẁ☼ τ ˣˣ

13 ˼ᴪ зЂϱϼи χ☼“ˢⱧỘּיτзЂϱ
ϼиΥʺ⁯ τзЂϱϼи Ỳχ◦ Υʺ
ζϦηϦṰ Ϊˣ
˼ ṏ χᵠ ˢ ᵰ ẀΥᾖ Ứ
♁ˣ

14 ˼ФжІЎАϼ Ṁ ʺᾥ χ ᵫ
◐
ʾᾥ ψ ϭπ φο
˼ ϼз˔рЈрЌ˔ ₵
˼ⱧỘὉ Ϟβέϙχ◙

15 ˼ ♀χЎАФᴟϬᵫ◐

16 ˼ Ϟβέϙʾ έϙχ χԁ Ӧ Ϭᵫ
◐
˼ ᴲ ˢ ͏ṍˣχằ Υᵫ◐

17 ˼ᾥ χ Ϭᵫ◐ ˼⁯χ ṏ τἰϥṁ τʺέϙ
︣ ᴟχ Υ ᴥ

18 ˼♠ τϢϥ╛Υϙχ ᴥ
˼έϙ ᴟם☼
ʾ ψˮ Ϟβέϙʺ έϙʺ έϙ˯
ʾẛ◙ ψ ♠Є˔иϬ ΰοὋ ► ᴦ
ױ˼ ™ ЈрЌ˔π έϙχ ᴟᵫ◐
˼‰ Ῥ ₵
˼ЧАЕЩЕиχ ᵕ ˢ5Ὦ˙10ὮψὮ
͎ᵕˣ

20 ˼ χᵕ Ϭᵫ◐ˢНϱϷДϰ˔Љи
χ ψ 21 ˙26 ˣ

˼з˔ЫрЄдАϼˢϯЮзϸχ ︣ ⱢỴ
“χ θϭϬ ρβϥ ᵦ Ὂↄ ệˣ
ΥṞάϥ

※法律等の名称は略称で、法の内容等は代表的な一部を紹介しています。

小諸市のごみ処理の沿革

２．ごみ処理事業の沿革
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◕χέϙ χ︠σ   έϙ τἰϥּזᵓ ΰ

22
˼♠ОАϼχ  ˢ Ϟβέϙχ
Τϣᾥ♠ χ τ  ˣ

23
˼ ←ʺ Ằ ԁᾖ◓
ⱧᾮΥ

24
˼ έϙ Ẁ☼ ὺ ẉόְ֫ⱧỘχ ╘Ϭם
☼

25
˼ έϙ Ẁ☼ ὺ ẉόְ֫ⱧỘχⱧỘּיΥ
Ὠ

˼ ἷᴪ зЂϱϼи Υ☼“ˢ ἷᴪ Ϭз
ЂϱϼиβϥⱧỘּיϒχṛ ΥḜ ˣ

26 ˼ έϙ Ẁ☼ ὺ τ ︣

27

˼ ♀Ɫᾛᴟ⌠Ộ ₵

˼ ᴲ ṏ χ◕ Ϊ Ϧ

˼ⱧỘὉέϙ Ỳᵠ

28

˼ϼз˔рПиάϜϧΥằ ᵫ◐

ФжІЎАϼʺᾥל‌˼ Υ Ϟβέϙτ
 

30
˼ ְτϢϥᴪ Ὁέϙχ ֫ Ộ

˼ ЂϱЕˮέϙЂϼ˯χ

ᾕ ˼ᴪ Ὁέϙχ ֫ Ộ χ Ӧ ᵫ◐

˼ˮФжІЎАϼⱢᾛ ḕ ˯ẉόˮᵤ Ф
жІЎАϼέϙ ├ϯϼЄдрФжр˯├

˼ ∫π͜20ЂЬАЕᵫ℗

˼ὖӻ πˮⱱ ᴦ σ χθϛχϵКи
ϻ˔ Ḋρ Ẕḕẽτḩβϥḩἰᶕ ᵓṳ˯
ᵫ℗

˼ˮ кІχ⌡ᾚχ τḩβϥ ˯῝ ʺ
☼“

˼ˮ кІχ⌡ᾚχ τḩβϥṁ σ
˯ᶕṳὨ

˼ ᾕ ←ᵲ

˼ ἷЀкЗϳϱиІˢCOVID-19ˣОрДЬА
ϼ

͎ ˼

˼ ἷЀкЗϳϱиІḇ ᶈ Υ ⁯ τ
Ὃ

˼ ԚˮṓῙ Ⱨ ᾠ˯⅜ ᾝם
ϒὨӪ

͏

˼G20 ᵓṳπᴛעϹІ⌡ᾚχ ⱳʺꜘ
ήϦγ

˼COP26π ᴲ ⌡ᾚϬ⅜

͐
˼ˮФжІЎАϼτἰϥⱢᾛ ḕχ τḩ
βϥ ˢ ʿФжІЎАϼⱢᾛ ḕ
ˣ☼“˯

※法律等の名称は略称で、法の内容等は代表的な一部を紹介しています。

２．ごみ処理事業の沿革

小諸市のごみ処理の沿革
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家庭系ごみの分別区分

Ϟβέϙ פּ ψ50 ӟᴞτ ◙ ˢ Μ ˣπ
͍ᵕ

ϼз˔рПиάϜϧ
π Ẁ ḧⱧỘּיτοзЂ

ϱϼи ψέϙ ᴦ έϙρ
έϙτ

ϼз˔рПиάϜϧ
ϒ

ᵔ ʾ ↓ῇτʺ
Ẁ

έϙ ᴪ ʾͥ͘зЂϱϼ
и τṁξΨ ψʺ
ꜛᾪ

◙ ˢ Μ ˣπ
Ὦ͍ᵕ

ϼз˔рПиάϜϧ
το ↓ ήϦʺ
Ỳ Ϭꜗ ᵕ

↓ῇχ▪ήψ Ẁ

ᵕ Ỳ ψ Ẁ

έϙ ϬϢΨ ϥ
РИ˔и χӰ ₤
ψ ᴦ

◙ ˢ♠ ˣπ
͎ᵕ

ױ ™ Јр
Ќ˔π ᴟ

ψ
▪ ψϼз˔рПи
άϜϧπ Ẁ

ϹжІ
ʺ ʺζχ

χ χ͏ τ
Π Ϊχ

ЀрГЗπὮ͎ᵕ

ϼз˔рПиάϜϧ
χІЕАϼб˔Жτ
ο Ḛ

Ṁ зЂϱ
ϼиẸᵓχ◙ Ῥ
πзЂϱϼи

ḝ ל∙ χ ψ ˵ ⱢᾛỘּיϒ Ẁ

ЧАЕЩЕи ϺаАФρжЦиψʺ
ФжІЎАϼ Ṁ

Π Ϊχ
КАЕπὮ͍˙͎
ᵕ

ϼз˔рПиάϜϧ
π ʾӊ ʾ₣
ʾ Ḛ
˵

Ṁ зЂϱ
ϼиẸᵓχ◙ Ῥ
πзЂϱϼи

ФжІЎАϼ
Ṁ

ϦοΜϥϜχψױ
μο᷃Τβ
Ϧχױ κσΜϜχ
ψ Ϟβέϙ

◙ ˢ χ ˣπ
͍ᵕ

ᾥ♠ ♠ʺ╛Ⱡʾ╛Υ
ϙʺ Щ˔иʺ♠
ОАϼχ͐ τ

έρτ φʺὮ
͎ᵕ

˵

ⱢᾛỘּיϒ Ẁ

ᾥ 50 ◌ τ Ϥθθ
Ϛ

φʺὮ͍ᵕ ˵

♀ ή5 ψ ήʾ
Ϥ 50 ӟᴞ

ή5 ˙15 ψʺ
ή180 ӟᴞ

ϼз˔рПиάϜϧ
ϒ

ϼз˔рПиάϜϧ
πЎАФᴟ

ὒΊ ʾ᷃ ꜠ ʺЩЌр
ἷ ψ ᵕ

Ẕʺ͚͙͡
Ẕψ έϙ

͎ᵕ ˵

ḧⱧỘּיτοзЂ
ϱϼи

τᾢϥ
ψ Ϟβέ

ϙ

◙ χ῝Ặ☼ πẤ
ᵕ

ϼз˔рПиάϜϧ
πԁⱲ Ḛ

事業系ごみの分別区分

Ϟβέϙ
ᴪ Ὁρ ꜛᾪ ϜΰΨψ

ỘּיϒӦ
ᴪ Ὁρ ᴪ Ὁρ

έϙ

※1 中間処理：市が行なう中間処理（リサイクル・処分するために行う処理）に限る

家庭系ごみの分別数は細別も含めると、13種類21分別しています。

また、事業系ごみは燃やすごみ、生ごみの２分別となっています。

３．ごみの分別区分
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家庭ごみは４種類の指定袋を導入しており、事業ごみは１種類の指定袋を導入して

います。

また、指定袋は記名式で、生ごみの指定袋を除き、透明袋となっています。

家庭系ごみの収集は、収集効率を考え市内を４ブロックに分けて委託事業者による

収集を実施しています。

事業系ごみは、事業者自らが搬入する、または収集運搬の許可事業者へ委託し搬入

することとなっています。ただし、自宅と店舗を併用する少量排出事業者に限り、排出

量の上限を定め有料で集積所利用を認めています。

ごみの指定袋

ごみの収集（市内の収集ブロック）

３．ごみの区分分別
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Ỹ
χ Φή ͍ ︣

ᴪ

Ὁ

Ϟβέϙ Ԋ╓χЪз
ˢ45Lˣ
ˢ30Lˣ

10
/ד25
/ד15

έϙ Ԋ╓χЪз
ˢ45Lˣ
ˢ30Lˣ

10
/ד25
/ד15

έϙ Ԋ╓χ ♠
ˢ17Lˣ
ˢ10Lˣ
ˢ͑Lˣ

25
/ד15
/ד10

/ד5

ФжІЎАϼ
Ṁ

Ԋ╓χЪз ˢ45Lˣ 10

Ⱨ
Ộ
Ὁ

Ϟβέϙχ ₦ Ԋ╓χЪз ˢ60Lˣ 10 /ד200



Ỹ
‮

Ӧ ⱧỘּיτϢϥ

Ϟβέϙʺ έϙʺᾥ♠ ʺϹжІόϭʺФжІЎАϼ Ṁ ʺ
ЧАЕЩЕиʺḝ ʺᾥ ʺὒΊḚʾ᷃ ʾжϱЌ˔

͐˙͔ ˗

Ὦ ᴲ Ỳ

Ϟβέϙ ͍ʾ͏ Ỹ ͎ʾ͐ Ỹ

έϙ ΜγϦΤ͍ Ỹ

έϙ ͍ʾ͏ Ỹ ͎ʾ͐ Ỹ ͍ʾ͏ Ỹ ͎ʾ͐ Ỹ

ϹжІόϭ
͍ʾ͏ Ỹ
ϜΰΨψ
͎ʾ͐ Ỹ

ḝ
͍ʾ͏ Ỹ
ϜΰΨψ
͎ʾ͐ Ỹ

ЧАЕЩЕи
β

͍ʾ͏ Ỹ ͎ʾ͐ Ỹ

ФжІЎАϼ
Ṁ

͎ʾ͐ Ỹ ͍ʾ͏ Ỹ

ᾥ♠

ΜγϦΤ
͍ Ỹ

ˢ╛Ⱡʾ╛Τϙχϙ
ʾ♠ОАϼχϙˣ

ΜγϦΤ
͍ Ỹ

ˢ ˣ

ᾥ
͍ʾ͏ Ỹ
ϜΰΨψ
͎ʾ͐ Ỹ

βЧАЕЩЕиψ͑Ὦ˙͕ὮΥ͎ ḧτԁ ʺ10ὮΤϣ ͐ὮϘπὮτԁ χ ρσϥ
β͓Ὦ˙10Ὦψ Ϟβέϙρ έϙτᾢϤʺ Ϝ

収集区分と収集品目

週間収集品目

３．ごみの区分分別
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֫

ʾ Ϟβέϙ

ʾ έϙ

ʾ έϙ

ʾФжІЎАϼ Ṁ

ʾЧАЕЩЕи

ʾᾥ♠

ʾᾥ

ʾḝ

ᵩ ˣπכּ˔ˢОАϸכּ ֫

ʾόϭ τ ᴦ σ зЂϱϼи πכּ ֫

Ỹ

Ӧ

ʾ Ϟβέϙ

ʾ έϙ

ʾ έϙ

ʾФжІЎАϼ Ṁ

ʾЧАЕЩЕи

ʾᾥ♠

ʾᾥ

ʾḝʺόϭ

ʿיּ ῬỘḼỘ ›

ごみ・資源物の集積所は、市が認めたものについて、区（各区衛生自治会）が設置

し、維持管理を行なっています。

※事業系一般廃棄物については、「燃やすごみ、埋立ごみ、生ごみ、プラスチック製

容器包装」の年間総排出袋数が480袋以下の小規模事業所に限り、許可証(50円/枚)

を貼り、集積所に出すことができます。また、資源物（缶、びん、ペットボトル、

古紙類）についても、年間の総排出量に応じた処理手数料を支払い、集積所に出す

ことができます。

ごみの集積場所

収集体制

収集運搬方法

３．ごみの区分分別
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小諸市のごみ処理の大きな特徴に、生ごみの完全分別と肥料化があります。生ごみ

の完全分別とは、燃やすごみと生ごみを分けて排出することをルールとしているもので、

全国的にも極めて数の少ない取組です。この分別は昭和54年度から高速堆肥製造工場で

始まりました。その後、平成18年度に汚泥再生処理センターに役割を譲りました。

現在は、リサイクル施設を併設した総合的なごみ処理施設として、「クリーンヒル

こもろ」が稼働しています。

※1 中間処理：市が行なう中間処理（リサイクル・処分するために行う処理）に限る

ᴦ έϙ

έϙ

έϙ

έϙ

ϼз˔рПиάϜϧ

ױ ™ ЈрЌ˔
ˢԁ Ⱨ ›ˣ

ϹжІόϭ

ḝ

ЧАЕЩЕи

ФжІЎАϼ
Ṁ

ᾥ♠

ᾥ

♀

ὒΊḚʾ᷃
ʾжϱЌ˔

ḧⱧỘּי

Ẁ

↓

ᴟ

зЂϱϼи

◕

ϼз˔рПиάϜϧ

ԁⱲ Ḛ

ʾӊ
ʾ₣ ʾ Ḛ

Ṁ зЂϱϼи
Ẹᵓ◙ Ῥ

зЂϱϼи

ḧⱧỘּי

ЎАФᴟ

ḧⱧỘּי

зЂϱϼи

ꜗ ᵕ

◕

зЂϱϼи

ḧⱧỘּי

зЂϱϼи

Ӧ

▪

Ẁ

Ẁ

Ẁ

Ẁ

Ẁ

ごみの排出フロー

４．ごみの排出フロー
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◕ ᴲ ṏ

ˢ 3 ṍˣ

◕έϙ ☼ ˢϼз˔рПиάϜϧˣ ױ ™ ЈрЌ˔

∕ ◕ ⱫῈֲ
ˢῈֲỸˣ

◕ Ⱬ ˢ Ỹˣ ◕ ˢ Ỹˣ

► 15 ằ ᵫ◐ 28 ͍Ὦằ ᵫ◐ 18 ằ ᵫ◐

  ˕ ◕

ˢ ḕẽ☼ ›Τϣ έϙʺΰ ▪
Ϭ ʻῈ Τϣ ♀χЎАФᴟϬ

ʻˣ

◕ʺ₪Ẇ◕ʺὖӻ ʺῈ
ˢ έϙχ ᴟ ψʺ

◕ʺὖӻ ʺῈ χ͏◕

ʻΞκᴪ ὉρⱧỘὉρϜτ
ρΰοΜϥχψ ◕ʾῈ
ˣ

Ω ᵕ ☼ ˢέϙ ẀˣʺзЂϱϼи
☼ ˢⱢᾛέϙІЕАϼб˔Жʺ έϙʺ
ḧ ʺⱢᾛέϙ ˣ

Ɫᾛέϙ ☼

ṛ ˲Ω ˳

̖ ʿ

5,400

̖ ʿ

29,000

̖ ʿ

Ḛ ἷ

˲ ᵕ ☼ ˳

̖

24ƪǃ̠͍ 16 ⱲḧˢІЕ˔ϸ꜠ˣ

̖ Ϟβέϙʺ έϙʺ ᴟ

▪ ʺзЂϱϼи☼ Τϣχᴦ ▪

˲зЂϱϼи ☼ ˳

̖ ḧ 5.0ƪǃ̠͍ ͑Ⱳḧʺ

Ḛ 7.2ƪǃ̠

̖ έϙʺϹжІόϭʺ

ƳǅƕƪƴǄƪƿƊƲǅƽƣƧƕƞṀ ʺ ♀

ϕΤτ ήϦθⱢᾛέϙϜԁⱲ
Ḛˢ έϙϬ Ψˣ

̖ ʿ

‰ ᴻ ˴Ɫᾛᴟ
ˢНϱϷM ʺ ˣ

̖ ʿ

ΰ 74KL˗ ʺ

ᴟ ױ 49KL˗ ʺ

ᴞ ױ 33ƪǃ̠ ʺ

έϙ 19ƪǃ̠

Ⱳḧ ˔ ʿῂ ͕ⱲΤϣῂῇ͐ⱲϘπ

ˢὮ͍ᵕˣʿῂ ͕ⱲΤϣῂ 11Ⱳ
30 Ϙπ

ʿῂ ͕ⱲΤϣῂῇ͐Ⱳ30
Ϙπ

ʿῂ ͕ⱲΤϣῂ 11Ⱳ30
Ϙπ

θιΰʺ◕ χ ψ Ϊ

ΪοΜσΜ

ⱧỘ ꜠ ˔ ͙͗ͤ ꜠ˢ ὓʾ☼Ῥʾְ֫χԁᶧ
꜠ˣ

ְ֫Ӧ ṍḧʿ 28 ͍ὮΤϣ 13
͏ὮϘπχ15 ͏уὮ

˔

︣ ˔ ˲ Ϟβέϙʺ έϙʺФжІЎАϼ
Ṁ ʺζχ Ɫᾛ ˳10 Ϙπέρτ

100 ד

˲ έϙ˳10 Ϙπέρτ100דτᴥΠ

οʺ βϥ έϙ100ד˗ᾤʺ ↓β
ϥ έϙ 300 ᾤʺᵔ˗ד βϥ έϙ
1,000 ᾤ˗ד

˲ ♀˳10 Ϙπέρτ60ד

ⱧỘὉψ 130 /ד 10

― 28 ͍ὮΤϣ

ϬẈ♁

ψ ᵕ ☼ π βϥϕΤʺ
ԁ ᵫ βϥ Ԍ πϜע

ױ • ˢ ϵЀЀрЪˣ
Ϭ

現在、小諸市内では市有のごみ処理施設が２施設、市が構成員である浅麓環境施設

組合のごみ処理施設が１施設稼働しています。焼却施設のクリーンヒルこもろは、平成

28年１月に供用開始しています。

市有のごみ処理施設

５．ごみ処理施設の概要
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ごみ・資源の処理状況一覧（令和４年３月時点）

６．ごみ・資源の処理状況一覧
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６．ごみ・資源の処理状況一覧

ごみの総排出量

23 24 25 26 27 28 29 30

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4

g/

784 793 783 783 775 795 803 803 814 813 807 -

867 862 847 838 836 822 817 811 816 807 800 -

976 964 958 947 939 925 920 918 918 901 890

╛∆↔╖ 5,700 5,679 5,612 5,811 6,034 6,686 7,080 7,107 7,306 7,288 7,372 7,292 

↔╖ 553 574 567 579 420 289 300 299 316 365 317 303 

↔╖ 2,557 2,600 2,564 2,503 2,441 2,367 2,258 2,239 2,248 2,135 2,089 2,044 

↔╖ 2,458 2,486 3,626 3,556 3,370 3,030 2,690 2,649 2,502 2,372 2,299 2,215 

11,268 11,339 12,369 12,449 12,265 12,372 12,328 12,294 12,372 12,160 12,077 11,854 

-Ɫ 12-

総排出量：市資料（ごみ処理費の推移）

1人1日当たりの排出量：国の一般廃棄物処理実態調査 を使用



調査概要

■基本的事項

配布対象：無作為抽出の市内2,008世帯

回収数：670／2,008枚（回収率33.4%）

有効回答数：603／2,008

調査方法：郵送配布郵送回収方式

実施時期：２月21日(火)発送、３月６日(月)締め切り

調査票：Ａ４白黒両面、８頁

設問数：23問（ごみ処理に関する設問を抜粋）

■調査概要

①目的

・家庭におけるゴミの取り扱いにおける現状評価・課題の洗い出しを行い、調査結果より、

各家庭の現状を把握し、優先して解決すべき課題を抽出する。

・世帯の状況ごとにクロス集計を実施することで、特に対策が必要な世帯に向けた施策を検

討する材料とする。結果内容によっては、ごみ処理基本計画のKPIの設定に活用することと

する。

②主な調査内容

本調査は、主に下記の事項について、アンケートを行う。

・基本属性

・各家庭のごみの取り扱いの現状と課題の把握

・各家庭の食品ロスについての現状と課題、取組の把握

③集計方法

・設問ごとに選択された選択肢の数を集計する。

→空白の回答は無回答として計上する。

→複数回答は無効票として計上しない。

・各設問における世帯数とのクロス集計を実施する。

［アンケート調査結果を踏まえた計画への反映］

・設問13では、30%以上の方が燃やすごみに生ごみを混入していると回答しています。➡（分
別の取組へ反映）

・設問16では、約15%の方が燃やすごみに古紙を混入していると回答しています。➡（分別の
取組へ反映）

・設問19では、約18%の方が燃やすごみにプラスチック製容器包装を混入していると回答して
います。➡（プラスチックごみの回収方法の検討に反映）

・設問24では、半数近くの方が将来の集積所へのごみ出しが困難だと感じています。➡（個
別収集での対応について記載）

・設問27では、24%の方が３Ｒの具体的な取組を行っています。➡（３Ｒの取組に反映）

・設問34では、具体的に食品ロスに取り組んでいる方の回答が多数記載されています。➡
（食品ロスや３Ｒの取組の中に記載）

７．市民アンケート調査結果

-Ɫ 13-



７．市民アンケート調査結果

［設問１］あなたの性別について、あてはまるもの１つに〇印をお付けください。

［設問２］あなたの年齢について、あてはまるもの１つに〇印をお付けください。

・「男性」が41.5％、「女性」が57.5％となった。

・「70歳台」が26.5％と最も多くなり、次いで「60歳台」が25.2％、「50歳台」が16.6％と
なった。

・60歳以上が半分以上を占める結果となった。

-Ɫ 14-



７．市民アンケート調査結果

［設問３］同居家族の人数はご自身を含めて何人ですか。

・「2人」が40.8％と最も多くなり、次いで「3人」が23.9％、「4人」が15.3％となった。

・単身世帯は8.6％と最も少ない。

［設問４］あなたのお住まいの住宅の種類について、あてはまるもの１つに〇印をお付けください。

・「戸建住宅（持家）」が最も多く84.9％となった。

・次いで「賃貸マンション・アパート」が7.8％、「戸建住宅（借家）」が4.1％となった。

-Ɫ 15-



７．市民アンケート調査結果

［設問７］あなたは小諸市に居住して何年経過していますか。

・「40年以上」が最も多く、43.1％となった。

・次いで「30～39年」が16.1％、「20～29年」が14.9％となった。

・居住年数が浅いほど少ない傾向にある。

［設問８］あなたはインターネットを使える環境にありますか。（スマートフォン含む）

・約９割がインターネットを使える環境にある。

-Ɫ 16-



７．市民アンケート調査結果

［設問13］ 生ごみを燃やすごみに混入することは誤った方法ですが、混入して排出していませんか。

・「生ごみを混入する」と答えた割合が３割以上となった。

・賃貸マンション・アパートにお住まいの方は、「生ごみを混入する」割合が高い。

・居住年数が浅い方は、「生ごみを混入する」割合が高くなっている。

・西小諸地区では、生ごみを混入する割合が低い。

生ごみの処理について

［設問14］ 生ごみの処理方法について教えてください。（１番多い方法を選択）

・指定袋の使用もしくは自身の土地で処理が9割を超えている。

・地区によって差がある。

・燃やすごみへの混入は全体で２％であったが、中央(東南部)地区と三岡地区でみると５％以上

・40年以上お住まいの方は、半数近くが自家処理を行っている。

［設問15］ なぜ生ごみを燃やすごみに混入して排出しているのですか。
(設問14で「自身の土地で処理」を選択した方のみ)

・無回答の方が多い。

・その他では「自身の土地や畑で処理、堆肥化」(21件)、「コンポストで処理」(９件)が多
かったほか、「以前の住居の癖が残っている」「果物や野菜の皮を混入した」という回答を
得た。
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７．市民アンケート調査結果

［設問16］ 古紙類（雑誌、雑紙等）を燃やすごみ（赤字の指定袋）に混入して排出していますか。

・古紙類の燃やすごみへの混入は15％程度。

・居住年数が5年～19年の方が古紙混入をする傾向が高い。

古紙類の処理について

［設問17］ 古紙類の処理方法について教えてください。（１番多い方法を選択）

・古紙類は半数近くが集積所に排出する。

・中央（東南部）地区は集団資源回収の割合が約５割となっている。

・居住年数の浅い方は店舗で排出する比率が高くなっている。

-Ɫ 18-



3

55

3

56 87（有効数:204)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分別の仕方がわからない 洗うのが面倒 分別することを知らなかった その他 無回答

７．市民アンケート調査結果

［設問18］ プラスチック製包装容器を燃やすごみ（赤字の指定袋）に混入して排出していますか。

・中央(西部)地区では、燃やすごみに混入する方が３割を超える。

・居住年数で傾向にバラツキは見られない。

プラスチックごみの処理について

［設問19］ なぜプラスチック製包装容器を燃やすごみに混入して排出しているのですか。

・無回答が多い。

・その他では「洗っても汚れが取れないから」という回答が多かった。

［設問20］ プラスチック製包装容器とそれ以外のプラスチック製品の違いは分かりますか。

・プラスチック製包装容器とそれ以外の違いは9割近くが把握している。

・居住年数で傾向にバラツキは見られない。
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７．市民アンケート調査結果

［設問21］ ごみの分別で迷ったとき、あなたは何で分別を確認しますか。（１番多い方法を選択）

ごみの出し方について

・ごみ・資源収集カレンダーの利用者が75%、ごみサクの利用者は13%である。

・居住年数が浅い方は、ごみサクの利用が多い。

［設問22］ ごみ出しについて、あなたは何から情報を得ていますか。（１番多い方法を選択）

・ほとんどの方が、ごみ・資源収集カレンダーを情報源としている。

・居住年数で傾向にバラツキは見られない。

［設問23］ 集積所へのごみ出しは誰が行っていますか。（１番多い方法を選択）

・ごみ出しは、自分もしくは同居する家族がほとんどになっている。

・居住年数で傾向にバラツキは見られない。
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７．市民アンケート調査結果

［設問24］ 自身が高齢等になった際、集積所へのごみ出しは可能だと思いますか。

・将来の集積所へのごみ出しを半数近くが困難だと感じている。

・居住年数で傾向にバラツキは見られない。

・三岡地区では困難だと思う人が多い傾向にあり、南大井地区では少ない傾向にある。

［設問25］ ごみ出しへの負担が大きくなった場合、自宅へ有料（月額3,000円程）でごみの収集に来て
くれるとしたら利用しますか。

・半数近くが、一部のごみを含めて、有料のごみ収集を利用すると回答している。

・居住年数が30～39年の６割以上の方が有料ごみの利用に関心がある(一部のごみを含める)。
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７．市民アンケート調査結果

［設問26］３Ｒは何かご存知ですか。

・半数以上が３Ｒを「知らない」と回答している。

・居住年数が長い方ほど３Ｒについて知らないと回答している。

３Ｒについて

［設問27］３Ｒの具体的な取組を行っていますか。

・24％の方が具体的な取組を行っている。

・居住年数の浅い方ほど具体的な取組を行っている。
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７．市民アンケート調査結果

［設問28］ ３Ｒの具体的な取組として、何を行っていますか。内容をお書きください。

・リデュースでは「マイバッグを使う」(27件)が多い。

・リユースでは「リユース品を売買する(リサイクルショップ)」(17件)が多い。

・リサイクルでは「ごみの分別に協力する」(57件)との回答が多かった。

︡

зДв˔І

ЫϱНАϼϬ►Ξˢ27Ὧˣ

Ṽϛ Π Ϭ►Ξˢ10Ὧˣ

︣ ϦΰσΥϣ Ψ►Ξˢ10Ὧˣ

οϥЁЬϬᾚϣβגּ

►Μּגο Ϭ ϩσΜʾ►ϩσΜ

Μ βϥρΦτϢΨ―ΠοΤϣ Ξ

Ϭ ϥ

σΜϜχψ ϩσΜ

йрЌиϬ►ΞʺЄϴϯϬβϥ

Ϭ►Ξ

ϓ▪ΰЉк

зг˔І

зг˔І Ϭ βϥˢзЂϱϼиЄдАФˣˢ17Ὧˣ

зг˔І Ϭ βϥˢϯФзˣ

зг˔І Ϭ βϥˢТзЫˣ

Ϭ™ ΰο►ΞʺзЮϱϼβϥ

ἣϤ ΰ►Ξ

зг˔І Ϭ►Ξ

τ ϥʾΚΫϥ

зг˔Іᵕ τẸ βϥ

зЂϱϼи

ЁЬχ ᵕ τẸ βϥˢ57Ὧˣ

ṏ χ ḕϬ βϥⱧỘּיϬ βϥ

зЂϱϼи Ϭ βϥ

зЂϱϼи

ʺζχ
͏ͧϬ ΰοΜϥ

χ ϒχ◙ σς
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７．市民アンケート調査結果

プラスチックごみ削減について

［設問29］ プラスチックごみによる河川・海洋汚染についてご存知ですか。

・ほとんどの方が河川・海洋汚染について知っている。

・居住年数で傾向にバラツキは見られない。

［設問30］ プラスチックごみ削減について具体的な取組を行っていますか。

・半数近くの方がプラスチックごみの削減について具体的な取組を行っている。

・居住年数で傾向にバラツキは見られない。
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７．市民アンケート調査結果

・「マイバックを使う・レジ袋を使わない」（109件）が最も多い。

・リサイクルでは「プラごみの分別をしている」回答者がほとんどであった。

［設問31］ プラスチックごみ削減の具体的な取組として、何を行っていますか。内容をお書きください。

︡

зДв˔І

ФжέϙϬᾚϣβχψ ΰΜʺ⌡ᾚβϓΦ

ЫϱНАϼϬ►ΞʾйЅ Ϭ►ϩσΜˢ109Ὧˣ

►Μּגο Ϭ ϩσΜʾ►ϩσΜʺЫϱЩЕиʾЫϱ Ϭ►Ξˢ33Ὧˣ

Ṽϛ Π Ϭ ϐˢ23Ὧˣ

Ϭ ϥʾ σΜϜχϬ ϐˢ11Ὧˣ

ζχ Фж ψσϥϓΨ ϩσΜʾ►ϩσΜˢ23Ὧˣ

зг˔І ἣϤ ΰ►Ξ(10Ὧ)

зЂϱϼи

Фжέϙχ ϬΰοΜϥˢ31Ὧˣ

Фжέϙχ ϬΰοΜϥˢІ˔О˔ʺЀрРИτⱱκ₅ϙˣˢ24Ὧˣ

Фжέϙχ ϬΰοΜϥˢ μοзЂϱϼиˣˢ13Ὧˣ

™ Ϭ μοΜϥ

зИв˔ϯУи ™ ᴦ Ϭ►Ξˢ11Ὧˣ

ζχ

ᴡϜΰοΜσΜ

ЪϱּגοΰσΜ

τέϙϬ ήσΜ

▒ Ю˔ϸ˔Ϭ►μοΜϥ

χ
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７．市民アンケート調査結果

［設問32］ あなたの生活の中で食品ロスはどのように発生していますか。（１番多い方法を選択）

・食品ロスの発生は、「食べ残し」と「消費期限切れ」が多い。

・居住年数で傾向にバラツキは見られない。

食品ロス削減について

［設問33］ 食品ロスを減らす具体的な取組を実施していますか。

・６割の方が食品ロスを減らす具体的な取組を行っている

・居住年数で傾向にバラツキは見られない
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７．市民アンケート調査結果

・購入する段階で「買いすぎない・適量を買う」(187件)を意識している回答が最も多かった。

・次いで「作りすぎない」(52件)、「消費期限を気にする・確認する」(39件)、「食べ残しを
しない」(33件)などの意見が多かった。

［設問34］ 食品ロスを減らす具体的な取組として、何を行っていますか。内容をお書きください。

‮

† ᵬ

ΜβΧσΜʾ Ϭ Ξˢ187Ὧˣ

ᾋ Ϥ Ϭ Ξʺ︣ ︡Ϥβϥˢ10Ὧˣ

ṍ πΦϥϜχϬ ϐ

⌠ϥʾ►Ξ

ṍᾢϬṓτβϥʾᶎ βϥˢ39Ὧˣ

ṍᾢϬᵃΧοΜοϜ►Ξ

⌠ϤᵃΧσΜˢ52Ὧˣ

ϣσΜϢΞτ►Μ ϥ

∂χ Ϝ►Ξˢ14Ὧˣ

πᵃ τ ΰσΜʾ ϓ ϥ

ϓϥ
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1人1日当たりの排出量の推移

1人1日当たりの排出量の実績値から予測値を算出しました。

本計画では、①直線式、②二次関数式、③指数式、④べき曲線による方法を採用し、

計算しました。いずれも令和３年度時点の807gを上回っていますが、これは新型コロナ

ウィルス感染症の影響によりごみ排出量の増加分が影響していると考えられます。

年度 ①直線式 ②二次関数式 ③指数式 ④べき曲線

実
績

2011 H23 784 784 784 784 1

2012 H24 793 793 793 793 2

2013 H25 783 783 783 783 3

2014 H26 783 783 783 783 4

2015 H27 775 775 775 775 5

2016 H28 795 795 795 795 6

2017 H29 803 803 803 803 7

2018 H30 803 803 803 803 8

2019 H31/R1 814 814 814 814 9

2020 R2 813 813 813 813 10

2021 R3 807 807 807 807 11

予
測
値

2022 R4 815 822 815 807 12

2023 R5 818 829 819 808 13

2024 R6 822 836 822 809 14

2025 R7 825 844 825 809 15

2026 R8 828 853 829 810 16

2027 R9 831 862 832 811 17

2028 R10 835 871 835 812 18

2029 R11 838 882 839 812 19

2030 R12 841 892 842 813 20

2031 R13 844 903 846 814 21
採用 ○

予測式

y= ax+b ax^2+bx+c a×b^x a・x^b

a= 3.236 0.275058 776.4781 776.4027

b= 776.309 -0.06434 1.004068 0.015372

c= 783.4604

人口の推移（試算）

■ 1人1日当たりの排出量の推移（試算）

700
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950
g/ Ƌ
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②二次関数式

④べき曲線

③指数式
①直線式
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ごみ排出量の将来予測

将来の予測人口に１人１日当たりの排出量（排出原単位）の予測量を乗じてごみの

排出量を算出しました。

１人１日当たりの排出量（排出原単位）は①直線式を採用しました。

対策をしない場合、令和12年度のごみ排出量は、11,357ﾄﾝとなりました。

本計画の目標年度である令和13年度も11,000ﾄﾝ前後となることが想定されます。

ごみの排出量（予測）

■ ごみの排出量の予測結果

年度
A)人口
（人）

B)1人1日当た
りの排出量
(g/人･日)
(①直線式)

C)ごみの排出量
実測・予測

C)=A)*B)*365日
（ﾄﾝ/年）

実
績

2011 H23 43,153 784

2012 H24 43,601 793

2013 H25 43,272 783

2014 H26 43,559 783

2015 H27 43,350 775

2016 H28 43,121 795

2017 H29 42,714 803

2018 H30 42,594 803

2019 H31/R1 42,364 814

2020 R2 41,954 813 12,160

2021 R3 41,839 807 12,077

予
測
値

2022 R4 815

2023 R5 818

2024 R6 822

2025 R7 39,000 825 11,743

2026 R8 828

2027 R9 831

2028 R10 835

2029 R11 838

2030 R12 37,000 841 11,357

2031 R13 844

y = -80.419x + 12236
R² = 0.9996

10,000
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11,000

11,500

12,000

12,500

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

ƪǃ/
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８．将来予測（対策なしの場合）
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